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本号で公布された主な条例のあらまし 

  

    

 

 

 

◇新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第３号） 

１ 市町村に移譲している事務に関する規定の整備 

  地方自治法の規定による事務処理の特例制度に基づき、市町村に移譲している事務に関する規定を整備する

こととしました｡(別表関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県手数料条例の一部を改正する条例（新潟県条例第５号） 

１ 汚染土壌処理業の譲渡等の承認等に係る手数料の新設 

  土壌汚染対策法の改正に伴い、汚染土壌処理業の譲渡等の承認の申請等に係る手数料を新たに規定すること

としました｡(別表関係） 

２ ２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定等に係る手数料の新設 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認

定の申請等に係る手数料を新たに規定することとしました｡(別表関係） 

３ 施行期日 

  この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇特別職の職員の給与に関する条例及び新潟県議会議員給与条例の一部を改正する条例（新潟県条例第６号） 

１ 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正関係 

  新潟県特別職報酬等審議会の答申等に基づき、知事等の特別職の職員の給料及び報酬の額を改正することと

しました｡(第１条関係） 

２ 新潟県議会議員給与条例の一部改正関係 

  新潟県特別職報酬等審議会の答申に基づき、議長、副議長及び議員の議員報酬額を改正することとしました。

（第２条関係） 

３ 施行期日 

  この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇職員の特別ほう賞金に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第７号） 

１ 特別ほう賞金の上限額の引上げ 

  殉職者特別ほう賞金等の上限額の引上げを行うこととしました｡(第４条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第８号） 

１ 職員を派遣することができる団体の追加 

 職員を派遣することができる団体に地方公共団体金融機構を追加することとしました｡(第２条関係) 

２ 施行期日 

  この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県県税条例及び新潟県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例（新潟県条例第９号） 

１ 新潟県県税条例の一部改正関係 

  平成29年度税制改正に伴い、犯則事件の調査及び処分に関する事項に係る権限について、地域振興局長に委

任することとしました｡(第１条関係） 

２ 新潟県産業廃棄物税条例の一部改正関係 

  平成29年度税制改正に伴い、産業廃棄物税を地方税犯則調査手続における間接地方税として指定することと

しました｡(第２条関係） 

３ 施行期日 

  この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 
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◇新潟県地域環境保全基金条例の一部を改正する条例（新潟県条例第11号） 

１ 処分の規定の整備 

基金の有効活用により環境保全施策の一層の推進を図るため、基金の処分に関する規定その他所要の規定の

整備を行うこととしました｡(第２条及び第６条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例（新潟県条例第16号） 

１ 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備 

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、次の条例

の規定のうち基金事業交付金の交付の要件に関する規定その他所要の規定の整備を行うこととしました。 

(1) 新潟県国民健康保険財政安定化基金条例（第１条関係） 

(2) 新潟県国民健康保険広域化等支援基金条例（第２条関係） 

(3) 新潟県国民健康保険調整交付金条例（第３条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、一部の規定を除き、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例の一部を改正する条例（新潟県条例第18号） 

１ 失効規定の見直し 

条例の失効日を、平成30年３月31日から平成31年３月31日に見直すこととしました｡(附則第３項関係） 

２ 施行期日 

この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（新潟県条例第19号） 

１ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 

介護保険法の改正に伴い、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めることとしまし

た｡(第３条～第７条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例（新潟県条例第20号） 

１ 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、次の条例の規定の

うち介護医療院の開設の許可の申請等に係る手数料の規定、共生型居宅サービスの基準に関する規定その他所

要の規定の整備を行うこととしました。 

(1) 新潟県介護保険法関係手数料条例（第１条関係） 

(2) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（第２条関係） 

(3) 新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例（第３条関係） 

(4) 新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（第４条関係） 

(5) 新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（第５条関係） 

(6) 新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（第６条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例（新潟県条例第21号） 
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１ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関

係条例の整理 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、

次の条例の規定のうち指定居宅介護支援事業者の指定の申請等に係る手数料の規定その他所要の規定の整理を

行うこととしました。 

(1) 新潟県介護保険法関係手数料条例（第１条関係） 

(2) 新潟県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（第２条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例（新潟県条例第22号） 

１ 目的 

  この条例は、住宅宿泊事業の実施の制限その他の措置を講ずることにより、住宅宿泊事業の適正な運営を確

保することを目的とすることとしました｡(第１条関係） 

２ 住宅宿泊事業の実施の制限 

  住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び当該区域において住宅宿泊事業を実施してはならない期間を定める

こととしました｡(第４条関係） 

３ 施行期日 

  この条例は、平成30年６月15日から施行することとしました。 

 

◇新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（新潟県条例第23号） 

１ 基準省令の改正に伴う規定の整備 

指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める省令の改正に伴い、指定障害児入所施設

等の人員、設備及び運営等に関する基準について、所要の規定を整備することとしました。 

２ 施行期日 

この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（新潟県条例第24号） 

１ 基準省令の改正に伴う規定の整備 

指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める省令の改正に伴い、指定障害者支援施設

の人員、設備及び運営等に関する基準について、所要の規定を整備することとしました。 

２ 施行期日 

この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例（新潟県条例第25号） 

１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行

に伴い、次の条例の規定のうち、指定障害福祉サービスの基準に関する規定その他所要の規定の整理を行うこ

ととしました。 

(1) 新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（第１条関係） 

(2) 新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（第２条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県青少年健全育成条例の一部を改正する条例（新潟県条例第26号） 

１ 住宅宿泊事業者等の責務 

  住宅宿泊事業法の施行に伴い、住宅宿泊事業及び住宅宿泊管理業を営む者の責務について規定することとし

ました｡(第26条関係） 

２ 携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置 
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(1) 保護者は、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、

必要な事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に提出しなければならないこと

としました｡(第26条の３関係） 

(2) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずるこ

とを希望しない旨の申出に係る書面の提出があった場合に限り、青少年有害情報フィルタリング有効化措置

を講じない特定携帯電話端末等の販売をすることができることとし、一定期間当該書面等を保存しなければ

ならないこととしました｡(第26条の３関係） 

３ 施行期日 

  この条例は、一部の規定を除き、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県安心こども基金条例の一部を改正する条例（新潟県条例第27号） 

１ 基金の設置期間の延長 

  保育サービス等の充実を図るとともに、地域における子育て支援、ひとり親家庭等への支援及び社会的養護

の充実を図り、子どもを安心して育てることができるような体制の整備を行うため、新潟県安心こども基金の

設置期間を延長することとしました｡(附則第２項関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第28号） 

１ 失効規定の見直し 

  条例の失効日を、平成30年３月31日から平成31年３月31日に見直すこととしました｡(附則第２項関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県産業振興貸付基金条例及び新潟県産業振興基金条例の一部を改正する条例（新潟県条例第29号） 

１ 処分の特例 

  新潟県産業振興貸付基金について、当分の間、企業誘致の促進、産業の振興及び福祉の向上を図るため特に

必要と認められる事業に要する経費の財源に充てることができることとしました｡(第１条関係） 

２ 施行期日 

この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県主要農作物種子条例（新潟県条例第30号） 

１ 目的 

  この条例は、主要農作物の種子の生産について計画の策定、審査その他の措置を行うことにより、主要農作

物の優良な種子の安定的な供給を図り、もって本県の主要農作物の品質の確保及び安定的な生産に寄与するこ

とを目的とすることとしました｡(第１条関係） 

２ 種子計画の策定 

  知事は、毎年度、主要農作物の優良な種子の安定的な生産に関する計画を策定するものとすることとしまし

た｡(第３条関係） 

３ 指定種子生産団体の指定 

  知事は、種子計画に基づく種子の生産及び供給等を適正かつ確実に行うことができると認められる団体を指

定種子生産団体として指定することができることとしました｡(第４条及び第５条関係） 

４ その他 

  ほ場及び生産物の審査に係る規定その他所要の規定の整備を行うこととしました｡(第６条～第12条関係） 

５ 施行期日 

  この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例（新潟県条例第32号） 

１ 特別徴収金に関する規定の整備 

  土地改良法の改正に伴い、農地中間管理機構が借り受けている農用地を対象とする基盤整備事業の施行地域

内において、農用地の中間管理権を解除等した者から特別徴収金を徴収することとしました｡(第５条関係） 
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条   例 

２ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇新潟県特別会計条例の一部を改正する条例（新潟県条例第33号） 

１ 新潟県用地先行取得事業特別会計の設置 

  一般国道７号朝日温海道路に係る用地先行取得事業の施行に伴い、新潟県用地先行取得事業特別会計を設置

することとしました｡(本則関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（新潟県条例第34号） 

１ 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備 

 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、次の条例の規定のうち広告物等の表示又は設置の禁止地

域等に関する規定その他所要の規定の整備を行うこととしました。 

(1) 新潟県建築基準条例（第１条関係） 

(2) 新潟県自然環境保全条例（第２条関係） 

(3) 建築士法の特例等に関する条例（第３条関係） 

(4) 新潟県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（第４条関係） 

(5) 新潟県屋外広告物条例（第５条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例（新潟県条例第36号） 

１ 趣旨 

  この条例は、公職選挙法の規定に基づき、新潟県議会議員の選挙における候補者の政見等を選挙人に知らせ

るための選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることとしました｡(第１条関係） 

２ 選挙公報の発行 

  新潟県選挙管理委員会は、県議会議員の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙

公報を、選挙ごとに、１回発行しなければならないこととしました｡(第２条関係） 

３ 選挙公報の配布 

選挙公報は、市町村（新潟市にあっては、区）の選挙管理委員会が、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登

録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前２日までに、配布することとしました｡(第５条関係） 

４ 施行期日 

  この条例は、公布の日以後にその期日を告示される一般選挙から施行することとしました。 

 

◇新潟県立学校条例の一部を改正する条例（新潟県条例第37号） 

１ 高等学校の廃止 

  新潟県立川西高等学校を廃止することとしました｡(別表第２関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、平成30年４月１日から施行することとしました。 
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次に掲げる条例をここに公布する。 

(1) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

(2) 新潟県公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する条例 

(3) 新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

(4) 特別職の職員の給与に関する条例及び新潟県議会議員給与条例の一部を改正する条例 

(5) 職員の特別ほう賞金に関する条例の一部を改正する条例 

(6) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

(7) 新潟県県税条例及び新潟県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例 

(8) 新潟県県税条例の一部を改正する条例 

(9) 新潟県地域環境保全基金条例の一部を改正する条例 

(10) 新潟県生活環境の保全等に関する条例及び新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例の一

部を改正する条例 

(11) 新潟県消防法関係手数料条例の一部を改正する条例 

(12) 新潟県高圧ガス保安法関係手数料条例の一部を改正する条例 

(13) 新潟県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例 

(14) 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例 

(15) 新潟県病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

(16) 新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

(17) 新潟県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 

(18) 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例 

(19) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例 

(20) 新潟県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 

(21) 新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

(22) 新潟県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

(23) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

(24) 新潟県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 

(25) 新潟県安心こども基金条例の一部を改正する条例 

(26) 新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部を改正する条例 

(27) 新潟県産業振興貸付基金条例及び新潟県産業振興基金条例の一部を改正する条例 

(28) 新潟県主要農作物種子条例 

(29) 新潟県家畜保健衛生所の家畜衛生検査等手数料条例の一部を改正する条例 

(30) 新潟県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例 

(31) 新潟県特別会計条例の一部を改正する条例 

(32) 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

(33) 建築士法の特例等に関する条例の一部を改正する条例 

(34) 新潟県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例 

(35) 新潟県立学校条例の一部を改正する条例 

(36) 新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例の一部を改正する条例 

平成30年３月30日 

新潟県知事  米 山  隆 一 
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新潟県条例第３号 

新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成12年新潟県条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  別表（第２条関係） 

(1)・(2) （略） 

(3) 県民生活・環境部関係 

事      務 市町村 

（略） 
  
８ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律（平成14年法律

第88号。以下この項において「法」

という｡)に基づく事務のうち、次に

掲げるもの（２以上の市町村の区域

に係るものを除く｡) 

(1) 法第９条第１項の規定による鳥

獣の捕獲等の許可（学術研究又は

鳥獣の管理（鳥獣による生活環境、

農林水産業又は生態系に係る被害

の防止を目的とする場合に限る｡)

のため鳥獣（ヒクイナ、サカツラ

ガン、オオジシギ、マガン、オシ

ドリ、ヨシガモ、シノリガモ、ホ

オジロガモ、カンムリカイツブリ、

ウミウ、ヨシゴイ、ササゴイ、チ

ュウサギ、コサギ、クロサギ、ヨ

タカ、ケリ、イカルチドリ、イソ

シギ、ハマシギ、マダラウミスズ

メ、ミサゴ、ハチクマ、ツミ、ハ

イタカ、オオタカ、オオコノハズ

ク、コノハズク、アオバズク、ア

カショウビン、ヤマセミ、コシア

カツバメ、マキノセンニュウ、コ

ヨシキリ、キバシリ、サメビタキ、

コサメビタキ、ノジコ、サドカケ

ス、シロウマトガリネズミ、サド

トガリネズミ、ニホンカワネズミ、

シナノミズラモグラ、ヤマネ、ホ

ンドオコジョ、ゴマフアザラシ、

ワモンアザラシ、クラカケアザラ

シ及びアゴヒゲアザラシを除く｡)

の捕獲等をしようとする場合（飛

行場の区域内で安全航行のため捕

獲等をする場合を除く｡)に係るも

（略） 

別表（第２条関係） 

(1)・(2) （略） 

(3) 県民生活・環境部関係 

事      務 市町村 

（略） 
  
８ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律（平成14年法律

第88号。以下この項において「法」

という｡)に基づく事務のうち、次に

掲げるもの(２以上の市町村の区域

に係るものを除く｡) 

(1) 法第９条第１項の規定による鳥

獣の捕獲等の許可（学術研究又は

鳥獣の管理（鳥獣による生活環境、

農林水産業又は生態系に係る被害

の防止を目的とする場合に限る｡)

のため鳥獣（ミゾゴイ、ハクガン、

サカツラガン、ヒクイナ、アカモ

ズ、ウミウ、チュウサギ、マガン、

ヨシガモ、シノリガモ、ホオジロ

ガモ、ミサゴ、ハチクマ、ツミ、

ハイタカ、オオジシギ、コノハズ

ク、オオコノハズク、アオバズク、

ヨタカ、ヤマセミ、コサメビタキ、

サンコウチョウ、キバシリ、ノジ

コ、サドカケス、シロウマトガリ

ネズミ、サドトガリネズミ、ニホ

ンカワネズミ、シナノミズラモグ

ラ、ヤマネ、ホンドオコジョ、ゴ

マフアザラシ、ワモンアザラシ、

クラカケアザラシ及びアゴヒゲア

ザラシを除く｡)の捕獲等をしよう

とする場合（飛行場の区域内で安

全航行のため捕獲等をする場合を

除く｡)に係るものに限る｡) 

 

 

 

 

 

（略） 
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のに限る｡) 

(2)～(31) （略） 
  
９ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律第９条第１項の

規定による鳥類の卵の採取等の許可

（学術研究又は鳥獣の管理（鳥獣に

よる生活環境、農林水産業又は生態

系に係る被害の防止を目的とする場

合に限る｡)のため鳥類（ヒクイナ、

サカツラガン、オオジシギ、マガン、

オシドリ、ヨシガモ、シノリガモ、

ホオジロガモ、カンムリカイツブリ、

ウミウ、ヨシゴイ、ササゴイ、チュ

ウサギ、コサギ、クロサギ、ヨタカ、

ケリ、イカルチドリ、イソシギ、ハ

マシギ、マダラウミスズメ、ミサゴ、

ハチクマ、ツミ、ハイタカ、オオタ

カ、オオコノハズク、コノハズク、

アオバズク、アカショウビン、ヤマ

セミ、コシアカツバメ、マキノセン

ニュウ、コヨシキリ、キバシリ、サ

メビタキ、コサメビタキ、ノジコ及

びサドカケスを除く｡)の卵の採取等

をしようとする場合（飛行場の区域

内で安全航行のため採取等をする場

合を除く｡)に係るものに限り、２以

上の市町村の区域に係るものを除

く｡) 

（略） 

  
10 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律（以下この項に

おいて「法」という｡)に基づく事務

のうち、次に掲げるもの（２以上の

市町村の区域に係るものを除く｡) 

(1) 法第38条の２第１項の規定によ

る住居集合地域等における麻酔銃

猟の許可（鳥獣（ヒクイナ、サカ

ツラガン、オオジシギ、マガン、

オシドリ、ヨシガモ、シノリガモ、

ホオジロガモ、カンムリカイツブ

リ、ウミウ、ヨシゴイ、ササゴイ、

チュウサギ、コサギ、クロサギ、

ヨタカ、ケリ、イカルチドリ、イ

ソシギ、ハマシギ、マダラウミス

ズメ、ミサゴ、ハチクマ、ツミ、

ハイタカ、オオタカ、オオコノハ

ズク、コノハズク、アオバズク、

アカショウビン、ヤマセミ、コシ

アカツバメ、マキノセンニュウ、

コヨシキリ、キバシリ、サメビタ

キ、コサメビタキ、ノジコ、サド

（略） 

 

(2)～(31) （略） 
  
９ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律第９条第１項の

規定による鳥類の卵の採取等の許可

（学術研究又は鳥獣の管理（鳥獣に

よる生活環境、農林水産業又は生態

系に係る被害の防止を目的とする場

合に限る｡)のため鳥類（ミゾゴイ、

ハクガン、サカツラガン、ヒクイナ、

アカモズ、ウミウ、チュウサギ、マ

ガン、ヨシガモ、シノリガモ、ホオ

ジロガモ、ミサゴ、ハチクマ、ツミ、

ハイタカ、オオジシギ、コノハズク、

オオコノハズク、アオバズク、ヨタ

カ、ヤマセミ、コサメビタキ、サン

コウチョウ、キバシリ、ノジコ及び

サドカケスを除く｡)の卵の採取等を

しようとする場合（飛行場の区域内

で安全航行のため採取等をする場合

を除く｡)に係るものに限り、２以上

の市町村の区域に係るものを除く｡) 

 

 

 

 

 

 

（略） 

  
10 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律（以下この項に

おいて「法」という｡)に基づく事務

のうち、次に掲げるもの（２以上の

市町村の区域に係るものを除く｡) 

(1) 法第38条の２第１項の規定によ

る住居集合地域等における麻酔銃

猟の許可（鳥獣（ミゾゴイ、ハク

ガン、サカツラガン、ヒクイナ、

アカモズ、ウミウ、チュウサギ、

マガン、ヨシガモ、シノリガモ、

ホオジロガモ、ミサゴ、ハチクマ、

ツミ、ハイタカ、オオジシギ、コ

ノハズク、オオコノハズク、アオ

バズク、ヨタカ、ヤマセミ、コサ

メビタキ、サンコウチョウ、キバ

シリ、ノジコ、サドカケス、シロ

ウマトガリネズミ、サドトガリネ

ズミ、ニホンカワネズミ、シナノ

ミズラモグラ、ヤマネ、ホンドオ

コジョ、ゴマフアザラシ、ワモン

アザラシ、クラカケアザラシ及び

（略） 
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カケス、シロウマトガリネズミ、

サドトガリネズミ、ニホンカワネ

ズミ、シナノミズラモグラ、ヤマ

ネ、ホンドオコジョ、ゴマフアザ

ラシ、ワモンアザラシ、クラカケ

アザラシ及びアゴヒゲアザラシを

除く｡)の捕獲等をしようとする場

合（飛行場の区域内で安全航行の

ため捕獲等をする場合を除く｡)に

係るものに限る｡) 

(2)～(9) （略） 
  
（略） 

(4) 防災局関係 

事      務 市町村 

（略） 

４ 高圧ガス保安法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの（２以上の市

町村の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(86) （略） 

三条市

及び柏

崎市 

４の２ 高圧ガス保安法（以下この項

において「法」という｡)に基づく事

務のうち、次に掲げるもの（高圧ガ

ス保安法施行令（平成９年政令第20

号）第22条各号に掲げる事業所、設

備又は施設に係るものに限り、２以

上の市町村の区域に係るものを除

く｡) 

(1) 法第５条第１項の規定による高

圧ガスの製造の許可 

(2) 法第５条第２項の規定による高

圧ガスの製造の届出の受理 

(3) 法第９条の規定による許可の取

消し 

(4) 法第10条第２項の規定による地

位の承継の届出の受理 

(5) 法第10条の２第２項（法第24条

の２第２項において準用する場合

を含む｡)の規定による地位の承継

の届出の受理 

(6) 法第11条第３項の規定による命

令 

(7) 法第12条第３項の規定による命

令 

(8) 法第14条第１項の規定による製

造のための施設等の変更の許可 

(9) 法第14条第２項の規定による軽

微な変更の工事の届出の受理 

(10) 法第14条第４項の規定による

製造のための施設等の変更の届出

新潟市 

アゴヒゲアザラシを除く｡)の捕獲

等をしようとする場合（飛行場の

区域内で安全航行のため捕獲等を

する場合を除く｡)に係るものに限

る｡) 

 

 

 

 

 

(2)～(9) （略） 
  
（略） 

(4) 防災局関係 

事      務 市町村 

（略） 
  
４ 高圧ガス保安法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの（２以上の市

町村の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(86) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 潟

市、三

条市及

び柏崎

市 
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の受理 

(11) 法第15条第２項の規定による

命令 

(12) 法第16条第１項の規定による

第１種貯蔵所の設置の許可 

(13) 法第17条第２項の規定による

地位の承継の届出の受理 

(14) 法第17条の２第１項の規定に

よる第２種貯蔵所の設置の届出の

受理 

(15) 法第18条第３項の規定による

命令 

(16) 法第19条第１項の規定による

第１種貯蔵所の変更の工事の許可 

(17) 法第19条第２項の規定による

軽微な変更の工事の届出の受理 

(18) 法第19条第４項の規定による

第２種貯蔵所の変更の工事の届出

の受理 

(19) 法第20条第１項の規定による

完成検査 

(20) 法第20条第１項ただし書の規

定による届出の受理 

(21) 法第20条第３項の規定による

完成検査 

(22) 法第20条第３項第１号の規定

による届出の受理 

(23) 法第20条第４項の規定による

完成検査の結果の報告の受理 

(24) 法第20条の４の規定による販

売事業の届出の受理 

(25) 法第20条の４の２第２項の規

定による地位の承継の届出の受理 

(26) 法第20条の５第２項の規定に

よる勧告 

(27) 法第20条の５第３項の規定に

よる公表 

(28) 法第20条の６第２項の規定に

よる命令 

(29) 法第20条の７の規定による変

更の届出の受理 

(30) 法第21条の規定による製造等

の廃止等の届出の受理 

(31) 法第22条第１項の規定による

輸入検査 

(32) 法第22条第１項第１号の規定

による届出の受理 

(33) 法第22条第２項の規定による

輸入検査の結果の報告の受理 

(34) 法第22条第３項の規定による

命令 
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(35) 法第24条の２第１項の規定に

よる特定高圧ガスの消費の届出の

受理 

(36) 法第24条の３第３項の規定に

よる命令 

(37) 法第24条の４第１項の規定に

よる消費のための施設等の変更の

届出の受理 

(38) 法第24条の４第２項の規定に

よる廃止の届出の受理 

(39) 法第26条第１項の規定による

危害予防規程の届出又は変更の届

出の受理 

(40) 法第26条第２項の規定による

命令 

(41) 法第26条第４項の規定による

命令又は勧告 

(42) 法第27条第２項の規定による

命令 

(43) 法第27条第５項の規定による

勧告 

(44) 法第27条の２第５項（法第27

条の４第２項、第28条第３項及び

第33条第３項において準用する場

合を含む｡)の規定による選任又は

解任の届出の受理 

(45) 法第27条の２第６項（法第27

条の３第３項において準用する場

合を含む｡)の規定による選任又は

解任の届出の受理 

(46) 法第34条の規定による命令 

(47) 法第35条第１項の規定による

保安検査 

(48) 法第35条第１項第１号の規定

による届出の受理 

(49) 法第35条第３項の規定による

保安検査の結果の報告の受理 

(50) 法第36条第２項の規定による

届出の受理 

(51) 法第38条第１項の規定による

許可の取消し又は命令 

(52) 法第38条第２項の規定による

命令 

(53) 法第39条の規定による緊急措

置 

(54) 法第39条の11第１項の規定に

よる完成検査の記録の届出の受理 

(55) 法第39条の11第２項の規定に

よる保安検査の記録の届出の受理 

(56) 法第61条第１項の規定による

報告の徴収（容器製造業者、容器
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の輸入をした者又は機器製造業者

に係るものを除く｡) 

(57) 法第62条第１項の規定による

立入検査及び高圧ガスの収去（容

器の製造をする者又は容器の輸入

をした者に係るものを除く｡) 

(58) 法第63条第１項の規定による

事故届の受理（容器製造業者又は

容器の輸入をした者に係るものを

除く。次号、第60号、第62号及び

第64号において同じ｡) 

(59) 法第63条第２項の規定による

命令 

(60) 法第64条の規定による指示 

(61) 法第74条第１項の規定による

通報 

(62) 法第74条第２項の規定による

通報の受理 

(63) 法第74条第３項の規定による

通報の受理 

(64) 法第74条第４項の規定による

報告 

(65) 冷凍保安規則第21条第２項の

規定による製造施設完成検査証の

交付 

(66) 冷凍保安規則第31条第３項の

規定による輸入検査合格証の交付 

(67) 冷凍保安規則第40条第４項の

規定による保安検査証の交付 

(68) 液化石油ガス保安規則第32条

第２項の規定による製造施設完成

検査証又は第１種貯蔵所完成検査

証の交付 

(69) 液化石油ガス保安規則第45条

第３項の規定による輸入検査合格

証の交付 

(70) 液化石油ガス保安規則第77条

第２項ただし書の規定による届出

の受理 

(71) 液化石油ガス保安規則第77条

第６項の規定による保安検査証の

交付 

(72) 一般高圧ガス保安規則第31条

第２項の規定による製造施設完成

検査証又は第１種貯蔵所完成検査

証の交付 

(73) 一般高圧ガス保安規則第45条

第３項の規定による輸入検査合格

証の交付 

(74) 一般高圧ガス保安規則第79条

第２項ただし書の規定による届出
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の受理 

(75) 一般高圧ガス保安規則第79条

第６項の規定による保安検査証の

交付 

(76) コンビナート等保安規則第15

条第２項の規定による製造施設完

成検査証の交付 

(77) コンビナート等保安規則第34

条第２項ただし書の規定による届

出の受理 

(78) コンビナート等保安規則第34

条第６項の規定による保安検査証

の交付 

（略） 

(5)～(9) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

(5)～(9) （略） 
  

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 

新潟県条例第４号 

新潟県公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する条例 

新潟県公立大学法人評価委員会条例（平成20年新潟県条例第45号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方独立行政法人法（平成15

年法律第118号）第11条第４項の規定に基づき、新

潟県公立大学法人評価委員会（以下「委員会」と

いう｡)の組織及び委員その他委員会に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方独立行政法人法（平成15

年法律第118号）第11条第３項の規定に基づき、新

潟県公立大学法人評価委員会（以下「委員会」と

いう｡)の組織及び委員その他委員会に関し必要な

事項を定めるものとする。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第５号 

新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県手数料条例（平成12年新潟県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第３条関係） 

(1) （略） 

(2) 県民生活・環境部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

15

の

14 

（略） （略）  （略） 

15

の

15 

土壌汚染対

策法第27条

の２第１項

の規定に基

づく汚染土

壌処理業の

譲渡等の承

認の申請に

対する審査 

汚染

土壌

処理

業譲

渡等

承認

申請

手数

料 

 １件につき 

124,000円 

15

の

16 

土壌汚染対

策法第27条

の３第１項

の規定に基

づく汚染土

壌処理業者

である法人

の合併等の

承認の申請

に対する審

査 

汚染

土壌

処理

業者

合併

等承

認申

請手

数料 

 １件につき

124,000円 

15

の

17 

土壌汚染対

策法第27条

の４第１項

の規定に基

づく汚染土

壌処理業の

相続の承認

の申請に対

する審査 

汚染

土壌

処理

業相

続承

認申

請手

数料 

 １件につき 

124,000円 

15

の

18 

（略） （略）  （略） 

15

の

19 

（略） （略）  （略） 

別表（第３条関係） 

(1) （略） 

(2) 県民生活・環境部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

15

の

14 

（略） （略）  （略） 

15

の

15 

（略） （略）  （略） 

15

の

16 

（略） （略）  （略） 
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（略） 

17

の

５ 

（略） （略）  （略） 

17

の

６ 

廃棄物の処

理及び清掃

に関する法

律第12条の

７第１項の

規定に基づ

く２以上の

事業者によ

る産業廃棄

物の処理に

係る特例の

認定の申請

に対する審

査 

２以

上の

事業

者に

よる

産業

廃棄

物処

理特

例認

定申

請手

数料 

 １件につき 

147,000円 

17

の

７ 

廃棄物の処

理及び清掃

に関する法

律第12条の

７第７項の

規定に基づ

く２以上の

事業者によ

る産業廃棄

物の処理に

係る特例の

認定に係る

事項の変更

の認定の申

請に対する

審査 

２以

上の

事業

者に

よる

産業

廃棄

物処

理特

例の

変更

認定

申請

手数

料 

 １件につき 

134,000円 

（略） 

43 使用済自動

車の再資源

化等に関す

る法律第70

条第１項の

規定に基づ

く破砕業の

事業の範囲

の変更の許

可の申請に

対する審査 

破砕

業の

変更

許可

申請

手数

料 

 １件につき 

67,000円 

(2)の２～(5) （略） 

(6) 土木部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 

（略） 

17

の

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略）  （略） 

（略） 

43 使用済自動

車の再資源

化等に関す

る法律第70

条第１項の

規定に基づ

く破砕業の

事業の範囲

の変更の許

可の申請に

対する審査 

破砕

業の

変更

許可

申請

手数

料 

 １件につき 

75,000円 

      
(2)の２～(5) （略） 

(6) 土木部関係 

 対象となる

事務 

名称 区 分 金 額 
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附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 

（略） 

14 採石法第32

条の４第１

項第６号ロ

の規定に基

づく業務管

理者試験に

合格した者

と同等以上

の知識及び

技能を有す

ることの認

定の申請に

対する審査 

（略）  （略） 

（略） 

19 砂利採取法

第６条第１

項第６号ロ

の規定に基

づく業務主

任者試験に

合格した者

と同等以上

の知識及び

技能を有す

ることの認

定の申請に

対する審査 

（略）  （略） 

（略） 

21 砂利採取法

第16条の規

定に基づく

採取計画の

認可の申請

に対する審

査 

砂利

採取

計画

認可

申請

手数

料 

 １件につき 

33,900円 

22 砂利採取法

第20条第１

項の規定に

基づく採取

計画の変更

の認可の申

請に対する

審査 

砂利

採取

計画

変更

認可

申請

手数

料 

 １件につき 

15,000円 

（略） 

(6)の２～(9) （略） 

（略） 

14 採石法第32

条の４第１

項第５号ロ

の規定に基

づく業務管

理者試験に

合格した者

と同等以上

の知識及び

技能を有す

ることの認

定の申請に

対する審査 

（略）  （略） 

（略） 

19 砂利採取法

第６条第１

項第５号ロ

の規定に基

づく業務主

任者試験に

合格した者

と同等以上

の知識及び

技能を有す

ることの認

定の申請に

対する審査 

（略）  （略） 

（略） 

21 砂利採取法

第16条の規

定に基づく

採取計画の

認可の申請

に対する審

査 

砂利

採取

計画

認可

申請

手数

料 

 １件につき 

37,700円 

22 砂利採取法

第20条第１

項の規定に

基づく採取

計画の変更

の認可の申

請に対する

審査 

砂利

採取

計画

変更

認可

申請

手数

料 

 １件につき 

17,000円 

（略） 

 (6)の２～(9) （略） 
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新潟県条例第６号 

特別職の職員の給与に関する条例及び新潟県議会議員給与条例の一部を改正する条例 

（特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 特別職の職員の給与に関する条例（昭和27年新潟県条例第30号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正

後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  

 （目的及び適用範囲) 

第１条 この条例は、次に掲げる職員（以下「特別

職の職員」という｡)の給与について、別に条例で

定めるものを除くほか、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 (1)～(13) （略） 

 (14) 県監査委員等 

  (15)～(19) （略） 

２ （略） 

 

 （旅費及び費用弁償） 

第５条 特別職の職員が招集に応じ、又は職務のた

め旅行したときは、次の各号に掲げる特別職の職

員の区分に応じ、当該各号に定める額の旅費又は

費用弁償を支給する。 

 

 

  (1)・(2) （略） 

  (3) 地方公営企業管理者、知事の秘書、非常勤の

顧問、参与及び県専門委員、県選挙管理委員会

の管理する選挙における選挙立会人、海区漁業

調整委員会の委員及び専門委員、内水面漁場管

理委員会の委員及び専門委員、監査専門委員、

母子・父子自立支援員、婦人相談員並びに臨時

又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらの者に

準ずる者 旅費条例を適用した場合に職員に支

給される旅費の額に相当する額。ただし、常時

勤務する在勤庁のない者の旅行雑費を計算する

場合における旅費条例第19条第１項の規定の適

用については、旅行の出発地を在勤庁及び在勤

地とみなす。 

(4)・(5) （略） 

(6) 附属機関の構成員 第２号に定める額及び第 

３号に定める額のうち、知事が定める額 

２・３ （略） 

 

別表（第２条関係） 

 知事        給料月額  1,266,000円 

 副知事       〃      991,000円 

 教育長       〃      835,000円 

 地方公営企業管理者 〃    858,000円以内 

 （目的及び適用範囲） 

第１条 この条例は、次に掲げる職員（以下「特別

職の職員」という｡)の給与について、別に条例で

定めるものを除くほか、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 (1)～(13) （略） 

 (14) 県監査委員 

 (15)～(19) （略） 

２ （略） 

 

 （旅費及び費用弁償） 

第５条 特別職の職員が招集に応じ、又は職務のた

め旅行したときは、次の各号に掲げる特別職の職

員の区分に応じ、当該各号に定める額（非常勤の

顧問、参与及び県専門委員並びに附属機関の構成

員にあつては、当該各号に定める額のうち、知事

が定める額）の旅費又は費用弁償を支給する。 

  (1)・(2) （略） 

  (3) 地方公営企業管理者、知事の秘書、非常勤の

顧問、参与及び県専門委員、県選挙管理委員会

の管理する選挙における選挙立会人、海区漁業

調整委員会の委員及び専門委員、内水面漁場管

理委員会の委員及び専門委員、母子・父子自立

支援員、婦人相談員並びに臨時又は非常勤の調

査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者 旅費

条例を適用した場合に職員に支給される旅費の

額に相当する額。ただし、常時勤務する在勤庁

のない者の旅行雑費を計算する場合における旅

費条例第19条第１項の規定の適用については、

旅行の出発地を在勤庁及び在勤地とみなす。 

 

  (4)・(5) （略） 

 (6) 附属機関の構成員 第２号に定める額及び第

３号に定める額 

２・３ （略） 

 

別表（第２条関係） 

 知事        給料月額  1,256,000円 

 副知事       〃      983,000円 

 教育長       〃      828,000円 

 地方公営企業管理者 〃    851,000円以内 
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 知事の秘書     〃    572,000円以内 

 県監査委員等 

      識見を有する者のうちから選任された

委員 

       常勤  〃      685,000円 

              非常勤 報酬月額 685,000円以内 

      議員のうちから選任された委員 

           〃      184,000円 

            監査専門委員 

                     報酬日額  50,000円以内 

 県教育委員会 

      委員   報酬月額   207,000円 

 県人事委員会 

      委員長  〃      226,000円 

      委員   〃      207,000円 

      （略） 

 県労働委員会 

      会長   報酬月額   226,000円 

      公益委員 〃      207,000円 

      労使委員 〃      176,000円 

      （略） 

      特別調整委員のうち 

       公益を代表する者 

           報酬月額   207,000円 

       労使を代表する者 

           〃      176,000円 

 県選挙管理委員会 

      委員長  〃      226,000円 

      委員   〃      207,000円 

 （略） 

 県公安委員会 

      委員長  報酬月額   226,000円 

      委員   〃      207,000円 

 収用委員会 

      会長   報酬日額    24,000円 

      委員   〃       21,000円 

 海区漁業調整委員会 

      会長   〃       21,000円 

      委員   〃       18,000円 

      専門委員 〃       18,000円 

 内水面漁場管理委員会 

      会長   〃       21,000円 

      委員   〃       18,000円 

      専門委員 〃       18,000円 

 非常勤の顧問、参与及び県専門委員 

      報酬日額の場合    63,000円以内 

      報酬月額の場合   634,000円以内 

            報酬年額の場合  1,031,000円以内 

 附属機関の構成員  報酬日額  30,000円以内 

 母子・父子自立支援員 報酬月額   111,000円 

 婦人相談員         〃         111,000円 

 知事の秘書     〃    567,000円以内 

 県監査委員 

      識見を有する者のうちから選任された

委員 

       常勤  〃      680,000円 

              非常勤 報酬月額 680,000円以内 

      議員のうちから選任された委員 

           〃       183,000円 

 

 

 県教育委員会 

      委員   〃      205,000円 

 県人事委員会 

      委員長  〃      224,000円 

      委員   〃      205,000円 

      （略） 

 県労働委員会 

      会長   報酬月額   224,000円 

      公益委員 〃       205,000円 

      労使委員 〃      175,000円 

      （略） 

      特別調整委員のうち 

       公益を代表する者 

           報酬月額   205,000円 

       労使を代表する者 

           〃      175,000円 

 県選挙管理委員会 

      委員長  〃      224,000円 

      委員   〃      205,000円 

 （略） 

 県公安委員会 

      委員長  報酬月額   224,000円 

      委員   〃      205,000円 

 収用委員会 

      会長   報酬日額    23,000円 

      委員   〃       20,000円 

 海区漁業調整委員会 

      会長   〃       20,000円 

      委員   〃       17,000円 

      専門委員 〃       17,000円 

 内水面漁場管理委員会 

      会長   〃       20,000円 

      委員   〃       17,000円 

      専門委員 〃       17,000円 

 非常勤の顧問、参与及び県専門委員 

      報酬日額の場合    62,000円以内 

      報酬月額の場合    629,000円以内 

            報酬年額の場合   1,023,000円以内 

 附属機関の構成員  報酬日額  29,000円以内 

 母子・父子自立支援員 報酬月額  110,000円 

 婦人相談員      〃     110,000円 
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 臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらに準

ずる者 

      報酬日額の場合    51,000円以内 

      報酬月額の場合   510,000円以内 

      報酬年額の場合   510,000円以内 

 臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらに準

ずる者 

      報酬日額の場合    50,000円以内 

      報酬月額の場合   506,000円以内 

      報酬年額の場合   506,000円以内 
  
（新潟県議会議員給与条例の一部改正） 

第２条 新潟県議会議員給与条例（昭和25年新潟県条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  

第２条 議長、副議長及び議員の議員報酬額は、次

のとおりとする。 

  議 長  月額   98万1,000円 

  副議長  月額   85万8,000円 

  議 員  月額   78万6,000円 

第２条 議長、副議長及び議員の議員報酬額は、次

のとおりとする。 

  議 長  月額   97万3,000円 

  副議長  月額   85万1,000円 

  議 員  月額       78万円 
  

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第７号 

職員の特別ほう賞金に関する条例の一部を改正する条例 

職員の特別ほう賞金に関する条例（昭和47年新潟県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  
職員の特別褒賞金に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、職員に対する特別褒賞金の授

与に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（職員の範囲） 

第２条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げ

る者をいう。 

(1) 新潟県に勤務する職員のうち、地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第３条第２項に規定す

る者、同条第３項に規定する者（常勤のものに

限る｡)及び警察法（昭和29年法律第162号）第56

条第１項に規定する者 

 

(2) （略） 

 

（特別褒賞金の授与基準） 

第３条 知事は、職員が職務上で生命又は身体の危

険を顧みることなくその職務を遂行したことによ

り死亡し、障害の状態となり、疾病にかかり、又

は負傷した場合において、特に功労があると認め

られるときは、特別褒賞金を授与するものとする。 

 

 

（特別褒賞金の種類及び金額） 

第４条 前条の特別褒賞金は、殉職者特別褒賞金、

障害者特別褒賞金及び傷病者特別褒賞金の３種と

し、殉職者特別褒賞金は職員が死亡した場合、障

害者特別褒賞金又は傷病者特別褒賞金は職員が障

害の状態となり、又は疾病にかかり、若しくは負

傷した場合にそれぞれ授与するものとする。 

 

２ 特別褒賞金の金額は、次の各号に定める額の範

囲内において職員の受けた災害の程度及び功労の

程度に応じて規則で定める。 

(1) 殉職者特別褒賞金  3,000万円以内 

(2) 障害者特別褒賞金  2,060万円以内 

(3) 傷病者特別褒賞金    90万円以内 

３ 前項第１号及び第２号に掲げる特別褒賞金を授

与すべきこととなる者（第２号については、規則

で定める重度の障害者に限る｡)のうち、高度の危

険性が予測される状態においてその職務を遂行し、

職員の特別ほう賞金に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、職員に対する特別ほう賞金の

授与に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（職員の範囲） 

第２条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げ

る者をいう。 

(1) 新潟県に勤務する職員のうち、地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第３条第２項に規定す

る者、同条第３項に規定する者（常勤のものに

限る｡)、地方自治法（昭和22年法律第67号）附

則第８条に規定する者及び警察法（昭和29年法

律第162号）第56条第１項に規定する者 

(2) （略） 

 

（特別ほう賞金の授与基準） 

第３条 知事は、職員が職務上で生命又は身体の危

険を顧みることなくその職務を遂行したことによ

り死亡し、障害の状態となり、疾病にかかり、又

は負傷した場合において、特に功労があると認め

られるときは、特別ほう賞金を授与するものとす

る。 

 

（特別ほう賞金の種類及び金額） 

第４条 前条の特別ほう賞金は、殉職者特別ほう賞

金、障害者特別ほう賞金及び傷病者特別ほう賞金

の３種とし、殉職者特別ほう賞金は職員が死亡し

た場合、障害者特別ほう賞金又は傷病者特別ほう

賞金は職員が障害の状態となり、又は疾病にかか

り、若しくは負傷した場合にそれぞれ授与するも

のとする。 

２ 特別ほう賞金の金額は、次の各号に定める額の

範囲内において職員の受けた災害の程度及び功労

の程度に応じて規則で定める。 

(1) 殉職者特別ほう賞金  2,520万円以内 

(2) 障害者特別ほう賞金  1,870万円以内 

(3) 傷病者特別ほう賞金    90万円以内 

３ 前項第１号及び第２号に掲げる特別ほう賞金を

授与すべきこととなる者（第２号については、規

則で定める重度の障害者に限る｡)のうち、高度の

危険性が予測される状態においてその職務を遂行



号 外 １ 新  潟  県  報 平成30年３月30日(金) 

23 

かつ、抜群の功労があり一般の模範と認められる

ものについては、同項の規定により授与すべき額

にその100分の100以内の額を加算した額を授与す

ることができる。 

 

（特別褒賞金の調整） 

第５条 知事は、障害者特別褒賞金又は傷病者特別

褒賞金の授与を受けた職員が、その原因となつた

傷病の再発又は増進により、新たに前条の規定を

適用した場合に既に授与した特別褒賞金の額を超

える額の特別褒賞金を授与すべきものに該当した

ときは、規則の定めるところにより当該超える額

の特別褒賞金を授与することができる。 

 

（特別褒賞金の授与対象） 

第６条 前２条の殉職者特別褒賞金は死亡した職員

の遺族に、障害者特別褒賞金及び傷病者特別褒賞

金は職員に授与する。 

２ （略） 

 

附 則 

１・２ （略） 

（経過措置） 

３ 昭和46年９月30日からこの条例の公布の日まで

の間においてこの条例の規定による特別褒賞金に

相当する金額（以下この項において「従前の特別

褒賞金」という｡)の授与を受けた者について、新

たにこの条例の規定により授与すべき特別褒賞金

があるときは、当該特別褒賞金の額が従前の特別

褒賞金の額を超える額を授与することができる。 

し、かつ、抜群の功労があり一般の模範と認めら

れるものについては、同項の規定により授与すべ

き額にその100分の100以内の額を加算した額を授

与することができる。 

 

（特別ほう賞金の調整） 

第５条 知事は、障害者特別ほう賞金又は傷病者特

別ほう賞金の授与を受けた職員が、その原因とな

つた傷病の再発又は増進により、新たに前条の規

定を適用した場合に既に授与した特別ほう賞金の

額をこえる額の特別ほう賞金を授与すべきものに

該当したときは、規則の定めるところにより当該

こえる額の特別ほう賞金を授与することができる。 

 

（特別ほう賞金の授与対象） 

第６条 前２条の殉職者特別ほう賞金は死亡した職

員の遺族に、障害者特別ほう賞金及び傷病者特別

ほう賞金は職員に授与する。 

２ （略） 

 

附 則 

１・２ （略） 

（経過措置） 

３ 昭和46年９月30日からこの条例の公布の日まで

の間においてこの条例の規定による特別ほう賞金

に相当する金額（以下この項において「従前の特

別ほう賞金」という｡)の授与を受けた者について、

新たにこの条例の規定により授与すべき特別ほう

賞金があるときは、当該特別ほう賞金の額が従前

の特別ほう賞金の額をこえる額を授与することが

できる。 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第８号 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成13年新潟県条例第83号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という｡)に対応する同表の改正前の欄

中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という｡)が存在する場合には当該移動号を当該移動後号とし、

移動後号に対応する移動号が存在しない場合には当該移動後号を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（職員の派遣） 

第２条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決

めに基づき、当該団体の業務にその役職員として

専ら従事させるため、職員（次項に定める職員を

除く｡)を派遣することができる。 

(1)～(23) （略） 

(24) 地方公共団体金融機構 

(25) （略） 

２・３ （略） 

（職員の派遣） 

第２条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決

めに基づき、当該団体の業務にその役職員として

専ら従事させるため、職員（次項に定める職員を

除く｡)を派遣することができる。 

(1)～(23) （略） 

 

(24) （略） 

２・３ （略） 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第９号 

新潟県県税条例及び新潟県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例 

（新潟県県税条例の一部改正） 

第１条 新潟県県税条例（平成18年新潟県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（権限の委任） 

第６条 知事は、次に掲げる事項を県税の課税地を

所管する地域振興局長に委任するものとする。た

だし、次項に規定する事項及び別に知事が定める

事項については、この限りでない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 犯則事件の調査及び処分に関する事項 

２～５ （略） 

（権限の委任） 

第６条 知事は、次に掲げる事項を県税の課税地を

所管する地域振興局長に委任するものとする。た

だし、次項に規定する事項及び別に知事が定める

事項については、この限りでない。 

(1)・(2) （略） 

 

２～５ （略） 
  

（新潟県産業廃棄物税条例の一部改正） 

第２条 新潟県産業廃棄物税条例（平成15年新潟県条例第85号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下この条において「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以下この条において「改正後部分」という｡)が

存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合に

は当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（賦課徴収等） 

第３条 （略） 

２ 産業廃棄物税は、地方税法施行令（昭和25年政

令第245号）第６条の22の４第６号の規定による条

例で指定する法定外目的税とする。 

 

（税率等） 

第６条 （略） 

２ 産業廃棄物税は、地方税法施行令第６条の17第

２項第９号の規定による条例で指定する法定外目

的税とする。 

（賦課徴収） 

第３条 （略） 

 

 

 

 

（税率等） 

第６条 （略） 

２ 産業廃棄物税は、地方税法施行令（昭和25年政

令第245号）第６条の17第２項第９号の規定による

条例で指定する法定外目的税とする。 

附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第10号 

新潟県県税条例の一部を改正する条例 

新潟県県税条例（平成18年新潟県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（法人の均等割の税率） 

第23条 法人の均等割の税率は、次の表の左欄に掲

げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定

める額とする。 

 （略） 

 

（法人の課税標準の区分経理） 

第30条 （略） 

２ 電気供給業、ガス供給業（法第72条の２第１項

第２号に規定するガス供給業をいう。以下同じ。）、

保険業及び貿易保険業とその他の事業とを併せて

行う法人で事業税の納税義務があるものは、それ

ぞれの事業に関する経理を区分して行わなければ

ならない。 

 

（不動産取得税の課税標準の特例に係る申告） 

第39条 法第73条の14第１項及び第３項（不動産取

得税の課税標準の特例）の規定は、これらの規定

に規定する住宅の取得の日から60日以内に、当該

住宅の取得者から、別に知事が定めるところによ

り、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用が

あるべき旨の申告がなされた場合に限り適用する

ものとする。この場合において、当該住宅が、住

宅の建築後１年以内に、その住宅と一構となるべ

き住宅として新築された住宅であるとき、又はそ

の住宅に増築された住宅であるときは、最初の住

宅の建築に係る住宅の取得につき、その取得の日

から60日以内に、同条第１項の規定の適用がある

べき旨の申告がなされていたときに限り、適用す

るものとする。ただし、知事は、やむを得ない理

由により申告期限までにこれらの申告をすること

ができないと認めるときは、当該期限を延長する

ことができる。 

 

（住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取

得税の減額） 

第46条 法第73条の24第１項から第３項まで（住宅

の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の

減額）の規定は、当該土地の取得に対して課する

不動産取得税につき法第73条の25第１項（住宅の

用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴

収猶予）の規定により徴収猶予がなされた場合そ

の他施行令で定める場合を除き、当該土地の取得

（法人の均等割の税率） 

第23条 法人の均等割の税率は、次の表の左欄に掲

げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定め

る額とする。 

 （略） 

 

（法人の課税標準の区分経理） 

第30条 （略） 

２ 電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険

業とその他の事業とを併せて行う法人で事業税の

納税義務があるものは、それぞれの事業に関する

経理を区分して行わなければならない。 

 

 

 

（不動産取得税の課税標準の特例に係る申告） 

第39条 法第73条の14第１項及び第３項（不動産取

得税の課税標準の特例）の規定は、これらの規定

に規定する住宅の取得の日から60日以内に、当該

住宅の取得者から、別に知事が定めるところによ

り、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用が

あるべき旨の申告がなされた場合に限り適用する

ものとする。この場合において、当該住宅が、住

宅の建築後１年以内に、その住宅と一構となるべ

き住宅として新築された住宅である場合又はその

住宅に増築された住宅である場合においては、最

初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、その取

得の日から60日以内に、同条第１項の規定の適用

があるべき旨の申告がなされていたときに限り適

用するものとする。ただし、知事は、やむを得な

い理由により申告期限までにこれらの申告をする

ことができないと認めるときは、当該期限を延長

することができる。 

 

（住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取

得税の減額） 

第46条 法第73条の24第１項及び第２項（住宅の用

に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額）

の規定は、当該土地の取得に対して課する不動産

取得税につき法第73条の25第１項（住宅の用に供

する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶

予）の規定により徴収猶予がなされた場合その他

施行令で定める場合を除き、当該土地の取得の日
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の日から60日以内に、当該土地の取得者から、別

に知事が定めるところにより、当該土地の取得に

つきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がな

された場合に限り適用するものとする。この場合

において、当該土地が、土地を取得した日から１

年以内に取得したその土地に隣接する土地である

ときは、最初の取得に係る土地の取得につき、そ

の取得の日から60日以内に、これらの規定の適用

があるべき旨の申告がなされていたときに限り、

適用するものとする。ただし、知事は、やむを得

ない理由により申告期限までにこれらの申告をす

ることができないと認めるときは、当該期限を延

長することができる。 

 

附 則 

 

（不動産取得税の税率の特例） 

第18条 平成18年４月１日から平成33年３月31日ま

での間に住宅又は土地の取得が行われた場合にお

ける不動産取得税の税率は、第41条の規定にかか

わらず、100分の３とする。 

 

（不動産取得税の徴収猶予の申告） 

第19条 法附則第11条の４第２項、第５項及び第７

項（不動産取得税の減額等）の規定により徴収猶

予を受けようとする者は、第47条各号に掲げる事

項を記載した申告書に法附則第11条の４第２項、

第５項又は第７項の規定の適用があることを証明

するに足る書類を添付して、第43条第１項の規定

により当該不動産の取得の事実を申告する際、併

せてこれを知事に提出しなければならない。 

から60日以内に、当該土地の取得者から、別に知

事が定めるところにより、当該土地の取得につき

これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされ

た場合に限り適用するものとする。この場合にお

いて、当該土地が、土地を取得した日から１年以

内に取得したその土地に隣接する土地である場合

においては、最初の取得に係る土地の取得につき、

その取得の日から60日以内に、これらの規定の適

用があるべき旨の申告がなされていたときに限り

適用するものとする。ただし、知事は、やむを得

ない理由により申告期限までにこれらの申告をす

ることができないと認めるときは、当該期限を延

長することができる。 

 

附 則 

 

（不動産取得税の税率の特例） 

第18条 平成18年４月１日から平成30年３月31日ま

での間に住宅又は土地の取得が行われた場合にお

ける不動産取得税の税率は、第41条の規定にかか

わらず、100分の３とする。 

 

（不動産取得税の徴収猶予の申告） 

第19条 法附則第11条の４第２項及び第５項（不動

産取得税の減額等）の規定により徴収猶予を受け

ようとする者は、第47条各号に掲げる事項を記載

した申告書に法附則第11条の４第２項又は第５項

の規定の適用があることを証明するに足る書類を

添付して、第43条第１項の規定により当該不動産

の取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に

提出しなければならない。 
  
附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第 号。以下「改正法」という｡)の施行の日

から施行する。 

（事業税に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の新潟県県税条例（以下「新条例」という｡)の規定中法人の事業税に関する部分は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という｡)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、

施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 

（不動産取得税に関する経過措置） 

３ 新条例第46条並びに附則第18条及び第19条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取

得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 

（この条例の失効） 

４ この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法（昭和25年法律第226

号）の規定の内容が当該規定に対応する新条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてそ

の効力を失う。 
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新潟県条例第11号 

新潟県地域環境保全基金条例の一部を改正する条例 

新潟県地域環境保全基金条例（平成２年新潟県条例第13号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「移動条等」という｡)に対応する同表

の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「移動後条等」という｡)が存在する場合には当

該移動条等を当該移動後条等とし、移動条等に対応する移動後条等が存在しない場合には当該移動条等（以下「削

除条等」という｡)を削り、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には当該移動後条等（以下「追加条

等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条及び項の表示並びに削除条等を除く｡)を同表の改正後の欄中下

線が引かれた部分（条の表示及び追加条等を除く｡)に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（積立額） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入

歳出予算で定める。 

 

 

 

 

 

 

第５条 （略） 

 

 （処分） 

第６条 基金は、前条各号に掲げる事業に要する経

費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出

予算の定めるところにより、これを処分すること

ができる。 

 

第７条 （略） 

（基金の額） 

第２条 基金の額は、４億円とする。 

 

２ 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定

めるところにより基金に追加して積立てをするこ

とができる。 

３ 前項の規定により積立てが行われたときは、基

金の額は、積立額相当額増加するものとする。 

 

第５条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第６条 （略） 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第12号 

新潟県生活環境の保全等に関する条例及び新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例の一部

を改正する条例 

（新潟県生活環境の保全等に関する条例の一部改正） 

第１条 新潟県生活環境の保全等に関する条例（昭和46年新潟県条例第51号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)に対応する同表の

改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  

（承継） 

第20条 （略） 

２ 第14条第１項又は第15条第１項の規定による届

出をした者について相続、合併又は分割（その届

出に係る特定施設を承継させるものに限る｡)があ

つたときは、相続人、合併後存続する法人若しく

は合併により設立した法人又は分割により当該特

定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地

位を承継する。 

３ （略） 

 

（準用） 

第31条 （略） 

２ 第20条の規定は、第27条第１項又は第28条第１

項の規定による届出をした者からその届出に係る

特定施設を譲り受け、若しくは借り受け、又は相

続、合併若しくは分割により取得した者について

準用する。 

 

（準用） 

第47条 （略） 

２ 第20条の規定は、第37条又は第38条の規定によ

る届出をした者からその届出に係る特定施設を譲

り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若し

くは分割により取得した者について準用する。 

 

（準用） 

第68条 第20条の規定は、許可を受けた者から当該

許可に係る揚水設備を譲り受け、若しくは借り受

け、又は相続、合併若しくは分割により取得した

者について準用する。 

 

（地下水の水質の浄化に係る措置命令等） 

第85条 知事は、特定工場等において有害物質に該

当する物質を含む水の地下への浸透があつたこと

により、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生

ずるおそれがあると認めるときは、規則で定める

ところにより、その被害を防止するため必要な限

度において、当該特定工場等の設置者（相続、合

併又は分割によりその地位を承継した者を含む｡)

に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄

（承継） 

第20条 （略） 

２ 第14条第１項又は第15条第１項の規定による届

出をした者について相続又は合併があつたときは、

相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によ

り設立した法人は、当該届出をした者の地位を承

継する。 

 

 

３ （略） 

 

（準用） 

第31条 （略） 

２ 第20条の規定は、第27条第１項又は第28条第１

項の規定による届出をした者からその届出に係る

特定施設を譲り受け、若しくは借り受け、又は相

続若しくは合併により取得した者について準用す

る。 

 

（準用） 

第47条 （略） 

２ 第20条の規定は、第37条又は第38条の規定によ

る届出をした者からその届出に係る特定施設を譲

り受け、若しくは借り受け、又は相続若しくは合

併により取得した者について準用する。 

 

（準用） 

第68条 第20条の規定は、許可を受けた者から当該

許可に係る揚水設備を譲り受け、若しくは借り受

け、又は相続若しくは合併により取得した者につ

いて準用する。 

 

（地下水の水質の浄化に係る措置命令等） 

第85条 知事は、特定工場等において有害物質に該

当する物質を含む水の地下への浸透があつたこと

により、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生

ずるおそれがあると認めるときは、規則で定める

ところにより、その被害を防止するため必要な限

度において、当該特定工場等の設置者（相続又は

合併によりその地位を承継した者を含む｡)に対し、

相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のため
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化のための措置をとることを命ずることができる。

ただし、その者が、当該浸透があつた時において

当該特定工場等の設置者であつた者と異なる場合

は、この限りでない。 

２ 前項本文に規定する場合において、知事は、同

項の浸透があつた時において当該特定工場等の設

置者であつた者（相続、合併又は分割によりその

地位を承継した者を含む｡)に対しても、同項の措

置をとることを命ずることができる。 

３ 特定工場等の設置者（特定工場等又はその敷地

を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併

若しくは分割により取得した者を含む｡)は、当該

特定工場等について前項の規定による命令があつ

たときは、当該命令に係る措置に協力しなければ

ならない。 

 

（準用） 

第86条 （略） 

２ 第20条の規定は、第76条又は第77条の規定によ

る届出をした者からその届出に係る特定施設を譲

り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若し

くは分割により取得した者について準用する。 

 

（準用） 

第98条 第20条の規定は、第91条第１項又は第92条

第１項の規定による届出をした者からその届出に

係る特定工場等に設置する特定施設の全てを譲り

受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しく

は分割により取得した者について準用する。 

 

（規制基準） 

第101条 深夜（午後10時から翌日の午前６時まで

の時間をいう。以下同じ｡)において次に掲げる営

業（以下この節及び第13章において「飲食店営業

等」という｡)を営むことにより発生する騒音に係

る規制基準（以下この節において「規制基準」と

いう｡)は、区域の区分ごとに規則で定める。 

(1) 飲食店営業（食品衛生法施行令（昭和28年政

令第229号）第35条第１号に規定する営業のう

ち、設備を設けて客に飲食させるものをいう｡) 

(2) 喫茶店営業（食品衛生法施行令第35条第２号

に規定する営業をいう｡) 

(3) （略） 

 

（自動車等の運行に伴う排出ガス等の低減の促

進） 

第124条 自動車等の使用者その他自動車等の整備

について責任を有する者又は運転者は、自動車等

の運行に伴い発生する排出ガス（大気汚染防止法

（昭和43年法律第97号）第２条第16項に規定する

政令で定める物質をいう。以下同じ｡)及び騒音の

の措置をとることを命ずることができる。ただし、

その者が、当該浸透があつた時において当該特定

工場等の設置者であつた者と異なる場合は、この

限りでない。 

２ 前項本文に規定する場合において、知事は、同

項の浸透があつた時において当該特定工場等の設

置者であつた者（相続又は合併によりその地位を

承継した者を含む｡)に対しても、同項の措置をと

ることを命ずることができる。 

３ 特定工場等の設置者（特定工場等又はその敷地

を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続若しく

は合併により取得した者を含む｡)は、当該特定工

場等について前項の規定による命令があつたとき

は、当該命令に係る措置に協力しなければならな

い。 

 

（準用） 

第86条 （略） 

２ 第20条の規定は、第76条又は第77条の規定によ

る届出をした者からその届出に係る特定施設を譲

り受け、若しくは借り受け、又は相続若しくは合

併により取得した者について準用する。 

 

（準用） 

第98条 第20条の規定は、第91条第１項又は第92条

第１項の規定による届出をした者からその届出に

係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲

り受け、若しくは借り受け、又は相続若しくは合

併により取得した者について準用する。 

 

（規制基準） 

第101条 深夜（午後10時から翌日の午前６時まで

の時間をいう。以下同じ｡)において次に掲げる営

業（以下この節及び第13章において「飲食店営業

等」という｡)を営むことにより発生する騒音に係

る規制基準（以下この節において「規制基準」と

いう｡)は、区域の区分ごとに規則で定める。 

(1) 飲食店営業（食品衛生法施行令（昭和28年政

令第229号）第５条第１号に規定する営業のう

ち、設備を設けて客に飲食させるものをいう｡) 

(2) 喫茶店営業（食品衛生法施行令第５条第２号

に規定する営業をいう｡) 

(3) （略） 

 

（自動車等の運行に伴う排出ガス等の低減の促

進） 

第124条 自動車等の使用者その他自動車等の整備

について責任を有する者又は運転者は、自動車等

の運行に伴い発生する排出ガス（大気汚染防止法

（昭和43年法律第97号）第２条第10項に規定する

政令で定める物質をいう。以下同じ｡)及び騒音の
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低減を図るため、自動車等の合理的な使用、必要

な整備及び適正な運転に努めなければならない。 

２ （略） 

低減を図るため、自動車等の合理的な使用、必要

な整備及び適正な運転に努めなければならない。 

２ （略） 
  
（新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例の一部改正） 

第２条 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例（平成17年新潟県条例第97号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（適用除外） 

第21条 第９条から第13条までの規定は、法第２条

第11項に規定する特定粉じん排出等作業（同項に

規定する特定建築材料以外の吹付けアスベスト等

が使用されている建築物を解体し、改造し、又は

補修する作業を除く｡)については、適用しない。 

２ （略） 

（適用除外） 

第21条 第９条から第13条までの規定は、法第２条

第12項に規定する特定粉じん排出等作業（同項に

規定する特定建築材料以外の吹付けアスベスト等

が使用されている建築物を解体し、改造し、又は

補修する作業を除く｡)については、適用しない。 

２ （略） 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第13号 

新潟県消防法関係手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県消防法関係手数料条例（平成12年新潟県条例第12号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第２条関係） 

手数料を納めなけ

ればならない者 

区   分 手数料の額 

（略） 

６ 法第13条の３

第１項の危険物

取扱者試験を受

けようとする者 

甲種危険物取

扱者試験 

１件につき 

6,500円 

乙種危険物取

扱者試験 

１件につき 

4,500円 

丙種危険物取

扱者試験 

１件につき 

3,600円 

７ 法第13条の２

第３項の規定に

よる危険物取扱

者免状の交付を

受けようとする

者 

 １件につき 

2,900円 

（略） 

９ 危険物令第35

条第１項の規定

による危険物取

扱者免状の再交

付を受けようと

する者 

 １件につき 

1,900円 

（略） 

12 法第17条の８

第１項の消防設

備士試験を受け

ようとする者 

甲種消防設備

士試験 

１件につき 

5,700円 

乙種消防設備

士試験 

１件につき 

3,800円 

13 法第17条の７

第１項の規定に

よる消防設備士

免状の交付を受

けようとする者 

 １件につき 

2,900円 

（略） 

15 政令第36条の

６第１項の規定

による消防設備

士免状の再交付

を受けようとす

る者 

 １件につき 

1,900円 

（略） 
 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけ

ればならない者 

区   分 手数料の額 

（略） 

６ 法第13条の３

第１項の危険物

取扱者試験を受

けようとする者 

甲種危険物取

扱者試験 

１件につき 

5,000円 

乙種危険物取

扱者試験 

１件につき 

3,400円 

丙種危険物取

扱者試験 

１件につき 

2,700円 

７ 法第13条の２

第３項の規定に

よる危険物取扱

者免状の交付を

受けようとする

者 

 １件につき 

2,800円 

（略） 

９ 危険物令第35

条第１項の規定

による危険物取

扱者免状の再交

付を受けようと

する者 

 １件につき 

1,800円 

（略） 

12 法第17条の８

第１項の消防設

備士試験を受け

ようとする者 

甲種消防設備

士試験 

１件につき 

5,000円 

乙種消防設備

士試験 

１件につき 

3,400円 

13 法第17条の７

第１項の規定に

よる消防設備士

免状の交付を受

けようとする者 

 １件につき 

2,800円 

（略） 

15 政令第36条の

６第１項の規定

による消防設備

士免状の再交付

を受けようとす

る者 

 １件につき 

1,800円 

（略） 

  
  

附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、平成30年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の新潟県消防法関係手数料条例別表６の項の規定は、この条例の施行の日以後に受験願書の受付が開

始される危険物取扱者試験から適用し、同日前に受験願書の受付が開始された危険物取扱者試験については、

なお従前の例による。 
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新潟県条例第14号 

新潟県高圧ガス保安法関係手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県高圧ガス保安法関係手数料条例（平成12年新潟県条例第14号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第２条関係） 

(1)～(3) （略） 

(4) 容器検査等に係る手数料 

手数料を納めなけ

ればならない者 

手 数 料 の 額 

（略） 

２ 容器検査又は

容器再検査を受

けようとする者 

(1) （略） 

(2) 繊維強化プ

ラスチック複

合容器又は圧

縮天然ガス自

動車燃料装置

用容器（(1)

に掲げるもの

を除く｡) 

ア～ウ （略） 

エ 内容積１

リットル以

上５リット

ル未満の容

器 

オ （略） 

(3) 高強度鋼容

器（(1)及び

(2)に掲げる

ものを除く｡) 

ア 内容積30

リットル以

上の容器 

イ 内容積５

リットル以

上30リット

ル未満の容

器 

ウ・エ （略） 

(4) その他の容

器 

ア～カ （略） 

キ 内容積１

リットル未

満の容器 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

１個につき     160円 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

１個につき、210円に10リッ

トル又はその端数を増すご

とに３円を加算した額 

１個につき     210円 

 

 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

１個につき      80円 

別表（第２条関係） 

(1)～(3) （略） 

(4) 容器検査等に係る手数料 

手数料を納めなけ

ればならない者 

手 数 料 の 額 

（略） 

２ 容器検査又は

容器再検査を受

けようとする者 

(1) （略） 

(2) 繊維強化プ

ラスチック複

合容器又は圧

縮天然ガス自

動車燃料装置

用容器（(1)

に掲げるもの

を除く｡) 

ア～ウ （略） 

エ 内容積１

リットル以

上５リット

ル未満の容

器 

オ （略） 

(3) 高強度鋼容

器（(1)及び

(2)に掲げる

ものを除く｡) 

ア 内容積30

リットル以

上の容器 

イ 内容積５

リットル以

上30リット

ル未満の容

器 

ウ・エ （略） 

(4) その他の容

器 

ア～カ （略） 

キ 内容積１

リットル未

満の容器 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

１個につき     180円 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

１個につき、220円に10リッ

トル又はその端数を増すご

とに４円を加算した額 

１個につき     220円 

 

 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

１個につき      90円 
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（略） 
 

（略） 

  
  

附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 

新潟県条例第15号 

新潟県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料条例（平成12年新潟県条例第15号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第２条関係） 

手数料を納めなけ

ればならない者 

手 数 料 の 額 

（略） 

12 法第37条の４

第３項において

準用する法第37

条の２第１項の

許可を受けよう

とする者 

１件につき、１万7,000円に

変更に係る充てん設備の数

を乗じた額 

（略） 
 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけ

ればならない者 

手 数 料 の 額 

（略） 

12 法第37条の４

第３項において

準用する法第37

条の２第１項の

許可を受けよう

とする者 

１件につき、１万9,000円に

変更に係る充てん設備の数

を乗じた額 

（略） 

  
  

附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第16号 

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例 

（新潟県国民健康保険財政安定化基金条例の一部改正） 

第１条 新潟県国民健康保険財政安定化基金条例（平成28年新潟県条例第18号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下この条において「移動後条等」とい

う｡)に対応する同表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下この条において「移動条

等」という｡)が存在する場合には当該移動条等を当該移動後条等とし、移動後条等に対応する移動条等が存在

しない場合には当該移動後条等（以下この条において「追加条等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下この条において「改正部分」という｡)に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条及び項の表示並びに追加条等を除く。以下この条におい

て「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改

正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  
（積立額） 

第２条 基金として積み立てる額は、国民健康保険

事業特別会計歳入歳出予算で定める。 

 

（収益金の処理） 

第５条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、国

民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して

この基金に編入するものとする。 

 

（処分） 

第６条 基金は、基金の設置の目的を達成するため

に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算で定める

ところにより、その全部又は一部を処分すること

ができる。 

 

（基金事業交付金の交付の要件） 

第７条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関す

る政令（昭和34年政令第41号。以下「政令」とい

う｡)第17条第１項の条例で定める特別の事情は、

災害その他の事由により多数の被保険者の生活が

著しい影響を受けたと知事が認める事情とする。 

 

（財政安定化基金拠出金の徴収） 

第８条 政令第22条第１項の財政安定化基金拠出金

は、政令第17条第１項の規定による基金事業交付

金の交付を受けた市町村から徴収する。ただし、

特別の事情によりこれにより難い場合にあっては、

知事が別に定めるところにより、市町村から徴収

する。 

 

（延滞金） 

第９条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、納付すべき額につき年14.6パーセン

トの割合を乗じて計算した延滞金を納付しなけれ

（基金の額） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入

歳出予算で定める。 

 

（収益金の処理） 

第５条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一

般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入す

るものとする。 

 

（処分） 

第６条 基金は、基金の設置の目的を達成するため

に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、

一般会計歳入歳出予算で定めるところにより、そ

の全部又は一部を処分することができる。 
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ばならない。ただし、特別の事情があると知事が

認めるときは、この限りでない。 

(1) 納期限までに法第81条の２第４項に規定する

財政安定化基金拠出金の納付を行わなかったと

き。 

(2) 納期限までに基金による貸付事業に係る貸付

金の貸付けに係る償還金の納付を行わなかった

とき。 

 

第10条 （略） 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第６条の規定は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 基金は、平成36年３月31日までの間、法附則第

25条に規定する資金の財源に充てるため、国民健

康保険事業特別会計歳入歳出予算で定めるところ

により、その一部を処分することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 （略） 

 

附 則 

 

 

 

 

 

 

 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第

６条の規定は、平成30年４月１日から施行する。 
  

（新潟県国民健康保険広域化等支援基金条例の廃止） 

第２条 新潟県国民健康保険広域化等支援基金条例（平成14年新潟県条例第61号）は、廃止する。 

（新潟県国民健康保険調整交付金条例の廃止） 

第３条 新潟県国民健康保険調整交付金条例（平成17年新潟県条例第80号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第17号 

新潟県病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

新潟県病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第59号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（既存病床数及び申請病床数の補正に関する基

準） 

第３条 法第７条の２第４項の規定により、病院の

開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の

種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の

許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別

の変更の許可の申請がなされた場合又は法第７条

の２第３項の規定による命令若しくは法第30条の

12第１項において読み替えて準用する法第７条の

２第３項の規定による要請（以下この項及び次項

において「命令等」という｡)をしようとする場合

において、知事が当該申請又は命令等に係る病床

の種別に応じ医療法施行規則（昭和23年厚生省令

第50号。以下「省令」という｡)第30条の30に規定

する区域における既存の病床の数及び当該申請に

係る病床数を算定するに当たって行わなければな

らない補正の基準は、次のとおりとする。 

(1) 国の開設する病院若しくは診療所であって、

宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、

独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病

院若しくは診療所であって、労働者災害補償保

険の保険関係の成立している事業に使用される

労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療

を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従

業員及びその家族の診療のみを行う病院若しく

は診療所、児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第42条第２号に規定する医療型障害児入所施設

若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第５条第６項に規定する療養介護を行う施

設である病院又は独立行政法人自動車事故対策

機構法（平成14年法律第183号）第13条第３号に

規定する施設である病院若しくは診療所の病床

については、病床の種別ごとに既存の病床の数

又は当該申請に係る病床数に当該病床の利用者

のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びそ

の家族以外の者、業務上の災害を被った労働者

以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入

院患者以外の者の数を当該病床の利用者の数で

除して得た数（その数が、0.05以下であるとき

は零とする｡)を乗じて得た数を既存の病床の数

（既存病床数及び申請病床数の補正に関する基

準） 

第３条 法第７条の２第４項の規定により、病院の

開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の

種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許

可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の

変更の許可の申請がなされた場合において、知事

が当該申請に係る病床の種別に応じ医療法施行規

則（昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」とい

う｡)第30条の30に規定する区域における既存の病

床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当

たって行わなければならない補正の基準は、次の

とおりとする。 

 

 

 

 

(1) 国の開設する病院若しくは診療所であって、

宮内庁、総務省、法務省、財務省、林野庁若し

くは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働

者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所

であって、労働者災害補償保険の保険関係の成

立している事業に使用される労働者で業務上の

災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定

の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族

の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福

祉法（昭和22年法律第164号）第42条第２号に規

定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成17年法律第123号）第５条第６項に

規定する療養介護を行う施設である病院又は独

立行政法人自動車事故対策機構法（平成14年法

律第183号）第13条第３号に規定する施設である

病院若しくは診療所の病床については、病床の

種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る

病床数に当該病床の利用者のうち職員及びその

家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業

務上の災害を被った労働者以外の者、従業員及

びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数

を当該病床の利用者の数で除して得た数（その

数が、0.05以下であるときは零とする｡)を乗じ
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及び当該申請に係る病床数として算定すること。 

 

(2) 放射線治療病室の病床については、既存の病

床の数及び当該申請に係る病床数に算定しない

こと。 

 

 

 

 

(3)～(5) （略） 

２ 前項第１号の当該病床の利用者のうち職員及び

その家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、

従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被

った労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並

びに当該病床の利用者の数並びに同項第２号の放

射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、

病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の

許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所

の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可

の申請があった日前又は命令等をしようとする日

前の直近の９月30日における数によるものとする。

この場合において、当該許可の申請があった日前

又は当該命令等をしようとする日前の直近の９月

30日において業務が行われなかったときは、当該

病院又は診療所における実績、当該病院又は診療

所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の

実績等を考慮して知事が推定する数によるものと

する。 

 

 

３ 当該申請に係る病床数についての第１項第１号

の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外

の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者

以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに

同項第２号の放射線治療病室の病床の数は、前項

の規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及

び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の

既存の病床がある場合における当該既存の病床に

おける実績、当該病院と機能及び性格を同じくす

る病院の実績等を考慮して知事が推定する数によ

るものとする。 

て得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る

病床数として算定すること。 

(2) 放射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は

集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室の病

床であって、当該病室の入院患者が当該病室に

おける治療終了後の入院のために専ら用いる他

の病床が同一病院内に確保されているものにつ

いては、既存の病床の数及び当該申請に係る病

床数に算定しないこと。 

(3)～(5) （略） 

２ 前項第１号の当該病床の利用者のうち職員及び

その家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、

従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被

った労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並

びに当該病床の利用者の数並びに同項第２号の放

射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強

化治療室若しくは心疾患強化治療室の病床であっ

て、当該病室の入院患者が当該病室における治療

終了後の入院のために専ら用いる他の病床が同一

病院内に確保されているものの数は、病院の開設

の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別

の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可、診

療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の

許可の申請があった日前の直近の９月30日におけ

る数によるものとする。この場合において、当該

許可の申請があった日前の直近の９月30日におい

て業務が行われなかったときは、当該病院又は診

療所における実績、当該病院又は診療所と機能及

び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考

慮して知事が推定する数によるものとする。 

３ 当該申請に係る病床数についての第１項第１号

の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外

の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者

以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに

同項第２号の放射線治療病室の病床、無菌病室の

病床又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療

室の病床であって、当該病室の入院患者が当該病

室における治療終了後の入院のために専ら用いる

他の病床が同一病院内に確保されることが見込ま

れるものの数は、前項の規定にかかわらず当該申

請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申

請に係る病床の種別の既存の病床がある場合にお

ける当該既存の病床における実績、当該病院と機

能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して

知事が推定する数によるものとする。 
  
附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第18号 

新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例（平成22年新潟県条例第40号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

附 則 

１・２ （略） 

（この条例の失効） 

３ この条例は、平成31年３月31日限り、その効力

を失う。ただし、同日以前に貸与決定が行われた

修学資金及び当該修学資金に係る修学生について

は、この条例は、同日後も、なお効力を有する。 

附 則 

１・２ （略） 

（この条例の失効） 

３ この条例は、平成30年３月31日限り、その効力

を失う。ただし、同日以前に貸与決定が行われた

修学資金及び当該修学資金に係る修学生について

は、この条例は、同日後も、なお効力を有する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第19号 

新潟県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（第３条－第７条） 

第３章 雑則（第８条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という｡)第111条第１項から第３項までの

規定に基づき、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平

成30年厚生労働省令第５号。以下「基準省令」という｡)において使用する用語の例による。 

第２章 人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 

（人員、施設及び設備並びに運営に関する基準） 

第３条 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準は、次条から第７条までに定めるものを除く

ほか、基準省令（基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む｡)の定めるところによるものとする。 

（施設） 

第４条 介護医療院（ユニット型介護医療院を除く｡)に設けなければならない基準省令第５条第１項各号に掲げ

る施設は、入所者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して

施設を整備するよう努めなければならない。 

２ 介護医療院（ユニット型介護医療院に限る｡)に設けなければならない基準省令第45条第１項各号に掲げる施

設は、入居者へのサービスの向上及び従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して施設

を整備するよう努めなければならない。 

（非常災害対策） 

第５条 介護医療院は、当該介護医療院の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、

津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、そ

れらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（記録の整備） 

第６条 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する基準省令第42条第２項各号（ユニッ

ト型介護医療院にあっては、基準省令第54条において読み替えて準用する基準省令第42条第２項各号）に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第７条 介護医療院は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３条に規定

する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等による

不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

第３章 雑則 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第20号 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例 

（新潟県介護保険法関係手数料条例の一部改正） 

第１条 新潟県介護保険法関係手数料条例（平成10年新潟県条例第33号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中別表の項の表示に下線が引かれた別表の項（以下この条において「移動別表項」とい

う｡)を当該移動別表項に対応する次の表の改正後の欄中別表の項の表示に下線が引かれた別表の項とする。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の項の表示を除く。以下この条において「改正後部分」と

いう｡)に対応する次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の項の表示を除く。以下この条において「改

正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分

が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（手数料の納入方法） 

第４条 手数料は、条例で定める証紙により納めな

ければならない。ただし、別表１の項に規定する

介護支援専門員実務研修受講試験問題作成事務手

数料及び同表21の項に規定する手数料並びに第２

条の２第１項の規定により指定試験実施機関に納

めるもの及び第２条の３第１項の規定により指定

研修実施機関に納めるものにあっては、この限り

でない。 

 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の額 

（略） 

７ 法第70条の２第

１項の規定により

指定居宅サービス

事業者の指定の更

新を受けようとす

る者（19の項第２

号に規定する場合

に係る指定を併せ

て受けようとする

者を除く｡) 

（略） （略） 

（略） 

13 （略） 

14 法第107条第１

項の規定により介

護医療院の開設

の許可を受けよう

とする者 

介護医療院

開設許可手

数料 

１件につき 

62,200円 

   
15 法第107条第２

項の規定により介

護医療院の変更の

許可（構造設備の

変更を伴うものに

限る｡)を受けよう

介護医療院

変更許可手

数料 

１件につき 

32,600円 

（手数料の納入方法） 

第４条 手数料は、条例で定める証紙により納めな

ければならない。ただし、別表１の項に規定する

介護支援専門員実務研修受講試験問題作成事務手

数料及び同表18の項に規定する手数料並びに第２

条の２第１項の規定により指定試験実施機関に納

めるもの及び第２条の３第１項の規定により指定

研修実施機関に納めるものにあっては、この限り

でない。 

 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の額 

（略） 

７ 法第70条の２第

１項の規定により

指定居宅サービス

事業者の指定の更

新を受けようとす

る者（16の項第２

号に規定する場合

に係る指定を併せ

て受けようとする

者を除く｡) 

（略） （略） 

（略） 

13 （略） 
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とする者 

16 法第108条第１

項の規定により介

護医療院の開設の

許可の更新を受け

ようとする者（前

項に規定する変更

の許可を併せて受

けようとする者を

除く｡) 

介護医療院

開設許可更

新手数料 

１件につき 

10,300円 

17 （略） 

18 （略） 

19 （略） 

20 （略） 

21 法第115条の35

第２項の規定によ

り介護サービス情

報（指定介護老人

福祉施設、介護老

人保健施設、介護

医療院又は指定介

護療養型医療施設

において介護福祉

施設サービス、介

護保健施設サービ

ス、介護医療院サ

ービス又は介護療

養施設サービスと

一体的に提供され

る規則で定めるも

のに係るものを除

く｡)を公表される

者 

（略） （略） 

22 （略） 

23 （略） 

備考 

21の項の介護サービス情報を公表される者が

複数の介護サービスを同一の事業所において規

則で定めるところにより一体的に提供している

場合は、当該複数の介護サービスに係る介護サ

ービス情報の公表を１件の公表とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
14 （略） 

15 （略） 

16 （略） 

17 （略） 

18 法第115条の35

第２項の規定によ

り介護サービス情

報（指定介護老人

福祉施設、介護老

人保健施設又は

指定介護療養型

医療施設において

介護福祉施設サ

ービス、介護保健

施設サービス又は

介護療養施設サ

ービスと一体的に

提供される規則で

定めるものに係る

ものを除く｡)を公

表される者 

 

 

（略） （略） 

19 （略） 

20 （略） 

備考 

18の項の介護サービス情報を公表される者が

複数の介護サービスを同一の事業所において規

則で定めるところにより一体的に提供している

場合は、当該複数の介護サービスに係る介護サ

ービス情報の公表を１件の公表とみなす。   
（新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成12年新潟県条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正後の欄中別表の細目の号の表示に下線が引かれた別表の細目の号（以下この条において「移動

後別表細目号」という｡)に対応する次の表の改正前の欄中別表の細目の号の表示に下線が引かれた別表の細目

の号（以下この条において「移動別表細目号」という｡)が存在する場合には当該移動別表細目号を当該移動後

別表細目号とし、移動後別表細目号に対応する移動別表細目号が存在しない場合には当該移動後別表細目号（以

下この条において「追加別表細目号」という｡)を加える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の号の表示及び追加別表細目号を除く。以下この条
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において「改正後部分」という｡)に対応する次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の号の表

示を除く。以下この条において「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改

め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  別表（第２条関係） 

(1)～(4) （略） 

(5) 福祉保健部関係 

事      務 市町村 

（略） 
  
２ 介護保険法（以下この項において

「法」という｡)並びに新潟県指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営等に関する基準を定める条例

（平成27年新潟県条例第22号)及び

新潟県指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法等に関

する基準を定める条例（平成27年新

潟県条例第19号）に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの 

(1) 法第24条第１項の規定による命

令及び質問（居宅サービス又は介

護予防サービスに関するものに限

り、次に掲げるものを除く。次号

及び第33号において同じ｡) 

ア 法第８条第９項に規定する短

期入所生活介護（特別養護老人

ホーム（老人福祉法第20条の５

に規定する特別養護老人ホーム

をいい、法第８条第22項に規定

する地域密着型介護老人福祉施

設を除く。以下この項において

同じ｡)であって、その全部又は

一部が入所者に利用されていな

い居室を利用して指定短期入所

生活介護の事業を行うもの又は

特別養護老人ホーム、養護老人

ホーム（老人福祉法第20条の４

に規定する養護老人ホームをい

う｡)、病院、診療所、法第８条

第28項に規定する介護老人保健

施設、同条第29項に規定する介

護医療院若しくは同条第11項に

規定する特定施設入居者生活介

護若しくは法第８条の２第９項

に規定する介護予防特定施設入

居者生活介護の指定を受けてい

る施設（軽費老人ホーム（老人

福祉法第20条の６に規定する軽

（略） 

別表（第２条関係） 

(1)～(4) （略） 

(5) 福祉保健部関係 

事      務 市町村 

（略） 
  
２ 介護保険法（以下この項において

「法」という｡)並びに新潟県指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営等に関する基準を定める条例

（平成27年新潟県条例第22号)及び

新潟県指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法等に関

する基準を定める条例（平成27年新

潟県条例第19号）に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの 

(1) 法第24条第１項の規定による命

令及び質問（居宅サービス又は介

護予防サービスに関するものに限

り、次に掲げるものを除く。次号

及び第31号において同じ｡) 

ア 法第８条第９項に規定する短

期入所生活介護（特別養護老人

ホーム（老人福祉法第20条の５

に規定する特別養護老人ホーム

をいい、法第８条第22項に規定

する地域密着型介護老人福祉施

設を除く。以下この項において

同じ｡)であって、その全部又は

一部が入所者に利用されていな

い居室を利用して指定短期入所

生活介護の事業を行うもの又は

特別養護老人ホーム、養護老人

ホーム（老人福祉法第20条の４

に規定する養護老人ホームをい

う｡)、病院、診療所、法第８条

第28項に規定する介護老人保健

施設若しくは同条第11項に規定

する特定施設入居者生活介護若

しくは法第８条の２第９項に規

定する介護予防特定施設入居者

生活介護の指定を受けている施

設（軽費老人ホーム（老人福祉

法第20条の６に規定する軽費老

人ホームをいう。以下この項に

（略） 
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費老人ホームをいう。以下この

項において同じ｡)を除く｡)（以

下この項において「特別養護老

人ホーム等」と総称する｡)に併

設される指定短期入所生活介護

事業所であって、当該特別養護

老人ホーム等と一体的に運営が

行われるものにおいて行われる

ものに限る｡)に関するもの 

イ～カ （略） 

(2) （略） 

(3) 法第70条第１項の規定による指

定居宅サービス事業者の指定（第

１号アからウまでに掲げるものを

除く。第９号から第18号までにお

いて同じ｡) 

(4)～(7) （略） 

(8) 法第72条の２第１項ただし書の

規定による申出の受理（第１号ア

に掲げるものを除く｡) 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

(14) （略） 

(15) （略） 

(16) （略） 

(17) （略） 

(18) （略） 

(19) （略） 

(20) 法第115条の２第１項の規定

による指定介護予防サービス事業

者の指定（第１号エからカまでに

掲げるものを除く。第22号から第

32号までにおいて同じ｡) 

(21) 法第115条の２の２第１項た

だし書の規定による申出の受理

（第１号エに掲げるものを除く｡) 

(22) （略） 

(23) （略） 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

(33) （略）  

おいて同じ｡)を除く｡)（以下こ

の項において「特別養護老人ホ

ーム等」と総称する｡)に併設さ

れる指定短期入所生活介護事業

所であって、当該特別養護老人

ホーム等と一体的に運営が行わ

れるものにおいて行われるもの

に限る｡)に関するもの 

 

イ～カ （略） 

(2) （略） 

(3) 法第70条第１項の規定による指

定居宅サービス事業者の指定（第

１号アからウまでに掲げるものを

除く。第８号から第18号までにお

いて同じ｡) 

(4)～(7) （略） 

 

 

 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

(14) （略） 

(15) （略） 

(16) （略） 

(17) （略） 

(18) （略） 

(19) 法第115条の２第１項の規定

による指定介護予防サービス事業

者の指定（第１号エからカまでに

掲げるものを除く。次号から第30

号までにおいて同じ｡) 

 

 

 

(20) （略） 

(21) （略） 

(22) （略） 

(23) （略） 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略）  
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（略） 

(6)～(9) （略） 

（略） 

(6)～(9) （略）  
 （新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例（平成27年新潟県条例第19号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第

123号。以下「法」という｡)第54条第１項第２号、

法第115条の２第２項第１号（法第115条の11にお

いて準用する法第70条の２第４項において準用す

る場合を含む｡)、法第115条の２の２第１項各号

並びに法第115条の４第１項及び第２項の規定に

基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法並びに指

定介護予防サービス事業者の指定に関する基準を

定めるものとする。 

 

（設備及び備品等） 

第20条 基準省令第132条第３項（ユニット型指定

介護予防短期入所生活介護事業所にあっては基準

省令第153条第３項、共生型介護予防短期入所生

活介護事業所にあっては基準省令第165条第１号、

基準該当介護予防短期入所生活介護事業所にあっ

ては基準省令第183条第１項）に規定する設備及

び備品等は、利用者へのサービスの向上及び介護

予防短期入所生活介護従業者の業務の負担の軽減

を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよ

う努めなければならない。 

 

（非常災害対策） 

第21条 指定介護予防短期入所生活介護事業者、共

生型介護予防短期入所生活介護事業者及び基準該

当介護予防短期入所生活介護事業者（次条及び第

23条において「指定介護予防短期入所生活介護事

業者等」という｡)は、指定介護予防短期入所生活

介護事業所、共生型介護予防短期入所生活介護事

業所又は基準該当介護予防短期入所生活介護事業

所（第24条において「指定介護予防短期入所生活

介護事業所等」という｡)の所在する地域の環境及

び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、

津波その他の非常災害に関する具体的計画を立

て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制

を整備し、それらを定期的に従業者に周知すると

ともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を

行わなければならない。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第

123号。以下「法」という｡)第54条第１項第２号、

法第115条の２第２項第１号（法第115条の11にお

いて準用する法第70条の２第４項において準用す

る場合を含む｡)並びに法第115条の４第１項及び第

２項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法並びに指定介護予防サービス事業者の指定に

関する基準を定めるものとする。 

 

 

（設備及び備品等） 

第20条 基準省令第132条第３項（ユニット型指定

介護予防短期入所生活介護事業所にあっては基準

省令第153条第３項、基準該当介護予防短期入所

生活介護事業所にあっては基準省令第183条第１

項）に規定する設備及び備品等は、利用者へのサ

ービスの向上及び介護予防短期入所生活介護従業

者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進

歩に配慮して備えるよう努めなければならない。 

 

 

 

（非常災害対策） 

第21条 指定介護予防短期入所生活介護事業者及

び基準該当介護予防短期入所生活介護事業者（次

条及び第23条において「指定介護予防短期入所生

活介護事業者等」という｡)は、指定介護予防短期

入所生活介護事業所又は基準該当介護予防短期

入所生活介護事業所（第24条において「指定介護

予防短期入所生活介護事業所等」という｡)の所在

する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、

地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具

体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報

及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者

に周知するとともに、定期的に避難、救出その他

必要な訓練を行わなければならない。 
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（記録の整備） 

第22条 指定介護予防短期入所生活介護事業者等

は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介

護、共生型介護予防短期入所生活介護又は基準該

当介護予防短期入所生活介護の提供に関する基準

省令第141条第２項各号（ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業者にあっては基準省令第

159条において読み替えて準用する基準省令第141

条第２項各号、共生型介護予防短期入所生活介護

事業者にあっては基準省令第166条において読み

替えて準用する基準省令第141条第２項各号、基

準該当介護予防短期入所生活介護事業者にあって

は基準省令第185条において読み替えて準用する

基準省令第141条第２項各号）に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

 

（記録の整備） 

第22条 指定介護予防短期入所生活介護事業者等

は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介

護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の提供

に関する基準省令第141条第２項各号（ユニット

型指定介護予防短期入所生活介護事業者にあって

は基準省令第159条において読み替えて準用する

基準省令第141条第２項各号、基準該当介護予防

短期入所生活介護事業者にあっては基準省令第

185条において読み替えて準用する基準省令第141

条第２項各号）に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならない。 

  （新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成27年新潟県

条例第22号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)に対応する同表の

改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第

123号。以下「法」という｡)第42条第１項第２号、

法第70条第２項第１号（法第70条の２第４項にお

いて準用する場合を含む｡)、法第72条の２第１項

各号並びに法第74条第１項及び第２項の規定に基

づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定居宅サービス事業者の指定に関

する基準を定めるものとする。 

 

（設備及び備品等） 

第５条 指定訪問介護、共生型訪問介護又は基準該

当訪問介護（次条において「指定訪問介護等」と

いう｡)の提供に必要な設備及び備品等は、利用者

へのサービスの向上及び訪問介護員等の業務の負

担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して

備えるよう努めなければならない。 

 

（記録の整備） 

第６条 指定訪問介護事業者、共生型訪問介護事業

者及び基準該当訪問介護事業者（次条において「指

定訪問介護事業者等」という｡)は、利用者に対す

る指定訪問介護等の提供に関する基準省令第39条

第２項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第

123号。以下「法」という｡)第42条第１項第２号、

法第70条第２項第１号（法第70条の２第４項にお

いて準用する場合を含む｡)並びに法第74条第１項

及び第２項の規定に基づき、指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定居宅サー

ビス事業者の指定に関する基準を定めるものとす

る。 

 

（設備及び備品等） 

第５条 指定訪問介護又は基準該当訪問介護（次条

において「指定訪問介護等」という｡)の提供に必

要な設備及び備品等は、利用者へのサービスの向

上及び訪問介護員等の業務の負担の軽減を図るた

め、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めな

ければならない。 

 

（記録の整備） 

第６条 指定訪問介護事業者及び基準該当訪問介護

事業者（次条において「指定訪問介護事業者等」

という｡)は、利用者に対する指定訪問介護等の提

供に関する基準省令第39条第２項各号に掲げる記

録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 
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（通所介護計画の変更） 

第22条 指定通所介護事業所、共生型通所介護事業

所又は基準該当通所介護事業所（次条において「指

定通所介護事業所等」という｡)の管理者は、通所

介護計画の作成後、当該通所介護計画の実施状況

の把握を行い、必要に応じて当該通所介護計画の

変更を行うものとする。 

２ （略） 

 

（非常災害対策） 

第23条 指定通所介護事業者、共生型通所介護事業

者及び基準該当通所介護事業者（次条及び第25条

において「指定通所介護事業者等」という｡)は、

指定通所介護事業所等の所在する地域の環境及び

利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津

波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整

備し、それらを定期的に従業者に周知するととも

に、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わ

なければならない。 

 

（記録の整備） 

第24条 指定通所介護事業者等は、利用者に対する

指定通所介護、共生型通所介護又は基準該当通所

介護の提供に関する基準省令第104条の３第２項

各号（共生型通所介護事業者にあっては、基準省

令第105条の３において読み替えて準用する基準

省令第104条の３第２項各号）に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

 

（設備及び備品等） 

第31条 基準省令第124条第３項（ユニット型指定

短期入所生活介護事業所にあっては基準省令第

140条の４第３項、共生型短期入所生活介護事業所

にあっては基準省令第140条の14第１号、基準該当

短期入所生活介護事業所にあっては基準省令第

140条の30第１項）に規定する設備及び備品等は、

利用者へのサービスの向上及び短期入所生活介護

従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術

の進歩に配慮して備えるよう努めなければならな

い。 

 

（非常災害対策） 

第32条 指定短期入所生活介護事業者、共生型短期

入所生活介護事業者及び基準該当短期入所生活介

護事業者（第34条及び第35条において「指定短期

入所生活介護事業者等」という｡)は、指定短期入

所生活介護事業所、共生型短期入所生活介護事業

所又は基準該当短期入所生活介護事業所（次条に

おいて「指定短期入所生活介護事業所等」という｡)

（通所介護計画の変更） 

第22条 指定通所介護事業所又は基準該当通所介護

事業所（次条において「指定通所介護事業所等」

という｡)の管理者は、通所介護計画の作成後、当

該通所介護計画の実施状況の把握を行い、必要に

応じて当該通所介護計画の変更を行うものとする。 

 

２ （略） 

 

（非常災害対策） 

第23条 指定通所介護事業者及び基準該当通所介護

事業者（次条及び第25条において「指定通所介護

事業者等」という｡)は、指定通所介護事業所等の

所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、

火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関

する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に

従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行わなければならない。 

 

 

（記録の整備） 

第24条 指定通所介護事業者等は、利用者に対する

指定通所介護又は基準該当通所介護の提供に関す

る基準省令第104条の３第２項各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

（設備及び備品等） 

第31条 基準省令第124条第３項（ユニット型指定

短期入所生活介護事業所にあっては基準省令第

140条の４第３項、基準該当短期入所生活介護事

業所にあっては基準省令第140条の30第１項）に

規定する設備及び備品等は、利用者へのサービス

の向上及び短期入所生活介護従業者の業務の負担

の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備

えるよう努めなければならない。 

 

 

 

（非常災害対策） 

第32条 指定短期入所生活介護事業者及び基準該当

短期入所生活介護事業者（第34条及び第35条にお

いて「指定短期入所生活介護事業者等」という｡)

は、指定短期入所生活介護事業所又は基準該当短

期入所生活介護事業所（次条において「指定短期

入所生活介護事業所等」という｡)の所在する地域

の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、
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の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、

火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関

する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に

従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行わなければならない。 

 

（記録の整備） 

第34条 指定短期入所生活介護事業者等は、利用者

に対する指定短期入所生活介護、共生型短期入所

生活介護又は基準該当短期入所生活介護の提供に

関する基準省令第139条の２第２項各号（ユニッ

ト型指定短期入所生活介護事業者にあっては基準

省令第140条の13において読み替えて準用する基

準省令第139条の２第２項各号、共生型短期入所

生活介護事業者にあっては基準省令第140条の15

において読み替えて準用する基準省令第139条の

２第２項各号）に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならない。 

風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計

画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連

携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知

するとともに、定期的に避難、救出その他必要な

訓練を行わなければならない。 

 

 

（記録の整備） 

第34条 指定短期入所生活介護事業者等は、利用者

に対する指定短期入所生活介護又は基準該当短期

入所生活介護の提供に関する基準省令第139条の

２第２項各号（ユニット型指定短期入所生活介護

事業者にあっては、基準省令第140条の13におい

て読み替えて準用する基準省令第139条の２第２

項各号）に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら５年間保存しなければならない。 

  
（新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正） 

第５条 新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成27年新

潟県条例第27号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  （趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成17年法律

第123号。以下「法」という｡)第30条第１項第２

号イ、法第36条第３項第１号（法第37条第２項及

び法第41条第４項において準用する場合を含む｡)、

法第41条の２第１項各号並びに法第43条第１項及

び第２項の規定に基づき、指定障害福祉サービス、

共生型障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サ

ービスの事業（以下「指定障害福祉サービスの事

業等」という｡)の人員、設備及び運営並びに指定

障害福祉サービス事業者の指定に関する基準を定

めるものとする。 

 

（健康管理） 

第６条 指定障害福祉サービス事業者（生活介護、

短期入所、自立訓練、就労移行支援又は就労継続

支援に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者

に限る｡)、共生型障害福祉サービス事業者（生活

介護、短期入所又は自立訓練に係る共生型障害福

祉サービスの事業を行う者に限る｡)、基準該当障

害福祉サービス事業者（基準該当障害福祉サービ

スの事業を行う者をいう。以下同じ｡)（就労継続

支援Ｂ型に係る基準該当障害福祉サービスの事業

を行う者に限る｡)及び特定基準該当障害福祉サー

ビス事業者は、常に利用者の健康の状況に注意す

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成17年法律

第123号。以下「法」という｡)第30条第１項第２

号イ、法第36条第３項第１号（法第37条第２項及

び法第41条第４項において準用する場合を含む｡)

並びに法第43条第１項及び第２項の規定に基づき、

指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サー

ビスの事業（以下「指定障害福祉サービスの事業

等」という｡)の人員、設備及び運営並びに指定障

害福祉サービス事業者の指定に関する基準を定め

るものとする。 

 

 

（健康管理） 

第６条 指定障害福祉サービス事業者（生活介護、

短期入所、自立訓練、就労移行支援又は就労継続

支援に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者

に限る｡)、基準該当障害福祉サービス事業者（基

準該当障害福祉サービスの事業を行う者をいう。

以下同じ｡)（就労継続支援Ｂ型に係る基準該当障

害福祉サービスの事業を行う者に限る｡)及び特定

基準該当障害福祉サービス事業者は、常に利用者

の健康の状況に注意するとともに、健康診断を受

けることの勧奨その他の健康保持のための適切な

措置を講じなければならない。 
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るとともに、健康診断を受けることの勧奨その他

の健康保持のための適切な措置を講じなければな

らない。 

 

（運営規程） 

第７条 指定障害福祉サービス事業者、共生型障害

福祉サービス事業者、基準該当障害福祉サービス

事業者（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行

動援護又は就労継続支援Ｂ型に係る基準該当障害

福祉サービスの事業を行う者に限る｡)及び特定基

準該当障害福祉サービス事業者は、当該指定障害

福祉サービス、共生型障害福祉サービス、基準該

当障害福祉サービス又は特定基準該当障害福祉サ

ービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営規程を

定めておかなければならない。 

(1)・(2) （略） 

 

（非常災害対策） 

第８条 指定障害福祉サービス事業者（居宅介護、

重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者

等包括支援、就労定着支援又は自立生活援助に係

る指定障害福祉サービスの事業のみを行う者を除

く｡）、共生型障害福祉サービス事業者（居宅介

護又は重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービ

スの事業のみを行う者を除く｡)、基準該当障害福

祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型に係る基準

該当障害福祉サービスの事業を行う者に限る｡)及

び特定基準該当障害福祉サービス事業者は、消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け

るとともに、当該指定障害福祉サービス、共生型

障害福祉サービス、基準該当障害福祉サービス又

は特定基準該当障害福祉サービスの事業を行う事

業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応

じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災

害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係

機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定

期的に従業者に周知しなければならない。 

 

（暴力団等の排除） 

第９条 指定障害福祉サービス事業者、共生型障害

福祉サービス事業者、基準該当障害福祉サービス

事業者及び特定基準該当障害福祉サービス事業者

は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除

条例（平成23年新潟県条例第23号）第３条に規定

する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に

規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団

員等による不当な行為を防止し、及びこれにより

生じた不当な影響を排除しなければならない。 

 

 

 

 

（運営規程） 

第７条 指定障害福祉サービス事業者、基準該当障

害福祉サービス事業者（居宅介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護又は就労継続支援Ｂ型に係る

基準該当障害福祉サービスの事業を行う者に限

る｡)及び特定基準該当障害福祉サービス事業者

は、当該指定障害福祉サービス、基準該当障害福

祉サービス又は特定基準該当障害福祉サービスの

事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する運営規程を定めてお

かなければならない。 

 

(1)・(2) （略） 

 

（非常災害対策） 

第８条 指定障害福祉サービス事業者（居宅介護、

重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者

等包括支援、就労定着支援又は自立生活援助に係

る指定障害福祉サービスの事業のみを行う者を除

く｡）、基準該当障害福祉サービス事業者（就労継

続支援Ｂ型に係る基準該当障害福祉サービスの事

業を行う者に限る｡)及び特定基準該当障害福祉サ

ービス事業者は、消火設備その他の非常災害に際

して必要な設備を設けるとともに、当該指定障害

福祉サービス、基準該当障害福祉サービス又は特

定基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所

の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、

火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関

する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に

従業者に周知しなければならない。 

 

 

 

 

（暴力団等の排除） 

第９条 指定障害福祉サービス事業者、基準該当障

害福祉サービス事業者及び特定基準該当障害福祉

サービス事業者は、その事業の運営について、新

潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23

号）第３条に規定する基本理念にのっとり、同条

例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号

に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、

及びこれにより生じた不当な影響を排除しなけれ

ばならない。 

  （新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正） 

第６条 新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成27年新潟県条例
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第28号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)に対応する同表の

改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第

164号。以下「法」という｡)第21条の５の４第１

項第２号、法第21条の５の15第３項第１号（法第

21条の５の16第４項において準用する場合を含

む｡)、法第21条の５の17第１項各号並びに法第21

条の５の19第１項及び第２項の規定に基づき、指

定通所支援、共生型通所支援及び基準該当通所支

援の事業（以下「指定通所支援の事業等」という｡)

の人員、設備及び運営並びに指定障害児通所支援

事業者の指定に関する基準を定めるものとする。 

 

（運営規程） 

第５条 指定障害児通所支援事業者等、共生型障害

児通所支援事業者及び基準該当通所支援事業者

（基準該当通所支援の事業を行う者をいう。以下

同じ｡)は、指定通所支援、共生型障害児通所支援

又は基準該当通所支援の事業を行う事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1)・(2) （略） 

 

（非常災害対策） 

第６条 指定障害児通所支援事業者等（指定居宅訪

問型児童発達支援事業者及び指定保育所等訪問支

援事業者を除く｡)、共生型障害児通所支援事業者

及び基準該当通所支援事業者は、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、

指定通所支援、共生型障害児通所支援又は基準該

当通所支援の事業を行う事業所の所在する地域の

環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風

水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画

を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡

体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知し

なければならない。 

 

（暴力団等の排除） 

第７条 指定障害児通所支援事業者等、共生型障害

児通所支援事業者及び基準該当通所支援事業者

は、その事業の運営について、新潟県暴力団排除

条例（平成23年新潟県条例第23号）第３条に規定

する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に

規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団

員等による不当な行為を防止し、及びこれにより

生じた不当な影響を排除しなければならない。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第

164号。以下「法」という｡)第21条の５の４第１

項第２号、法第21条の５の15第３項第１号（法第

21条の５の16第４項において準用する場合を含

む｡)並びに法第21条の５の18第１項及び第２項の

規定に基づき、指定通所支援及び基準該当通所支

援の事業（以下「指定通所支援の事業等」という｡)

の人員、設備及び運営並びに指定障害児通所支援

事業者の指定に関する基準を定めるものとする。 

 

 

（運営規程） 

第５条 指定障害児通所支援事業者等及び基準該当

通所支援事業者（基準該当通所支援の事業を行う

者をいう。以下同じ｡)は、指定通所支援又は基準

該当通所支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する運営

規程を定めておかなければならない。 

 

(1)・(2) （略） 

 

（非常災害対策） 

第６条 指定障害児通所支援事業者等（指定居宅訪

問型児童発達支援事業者及び指定保育所等訪問支

援事業者を除く｡)及び基準該当通所支援事業者

は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備を設けるとともに、指定通所支援又は基準該当

通所支援の事業を行う事業所の所在する地域の環

境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水

害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を

立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体

制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しな

ければならない。 

 

 

（暴力団等の排除） 

第７条 指定障害児通所支援事業者等及び基準該当

通所支援事業者は、その事業の運営について、新

潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23

号）第３条に規定する基本理念にのっとり、同条

例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号

に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、

及びこれにより生じた不当な影響を排除しなけれ

ばならない。 

  



平成30年３月30日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

52 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この条例並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（平成30年新潟県条例第21号。以下「医療介護総合確保法整理条例」

という｡)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（平成30年新潟県条例第25号。以下「障害者総合支援法及び児

童福祉法整理条例」という｡)に同一の条例の規定についての改正がある場合において、当該改正が同一の日に

施行されるときは、当該条例の規定は、医療介護総合確保法整理条例及び障害者総合支援法及び児童福祉法整

理条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。 

 



号 外 １ 新  潟  県  報 平成30年３月30日(金) 

53 

新潟県条例第21号 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例 

（新潟県介護保険法関係手数料条例の一部改正） 

第１条 新潟県介護保険法関係手数料条例（平成10年新潟県条例第33号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中別表の項の表示に下線が引かれた別表の項（以下この条において「移動別表項」とい

う｡)を当該移動別表項に対応する次の表の改正後の欄中別表の項の表示に下線が引かれた別表の項とする。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の項の表示を除く。以下この条において「改正部分」とい

う｡)を当該改正部分に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の項の表示を除く｡)に改める。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  
（手数料の納入方法） 

第４条 手数料は、条例で定める証紙により納めな

ければならない。ただし、別表１の項に規定する

介護支援専門員実務研修受講試験問題作成事務手

数料及び同表18の項に規定する手数料並びに第２

条の２第１項の規定により指定試験実施機関に納

めるもの及び第２条の３第１項の規定により指定

研修実施機関に納めるものにあっては、この限り

でない。 

 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の額 

（略） 

７ 法第70条の２第

１項の規定により

指定居宅サービス

事業者の指定の更

新を受けようとす

る者（16の項第２

号に規定する場合

に係る指定を併せ

て受けようとする

者を除く｡) 

（略） （略） 

（略） 

９ （略） 

10 （略） 

11 （略） 

（手数料の納入方法） 

第４条 手数料は、条例で定める証紙により納めな

ければならない。ただし、別表１の項に規定する

介護支援専門員実務研修受講試験問題作成事務手

数料及び同表20の項に規定する手数料並びに第２

条の２第１項の規定により指定試験実施機関に納

めるもの及び第２条の３第１項の規定により指定

研修実施機関に納めるものにあっては、この限り

でない。 

 

別表（第２条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の額 

（略） 

７ 法第70条の２第

１項の規定により

指定居宅サービス

事業者の指定の更

新を受けようとす

る者（18の項第２

号に規定する場合

に係る指定を併せ

て受けようとする

者を除く｡) 

（略） （略） 

（略） 

９ 法第79条第１項

の規定により指定

居宅介護支援事業

者の指定を受けよ

うとする者 

指定居宅介

護支援事業

者指定手数

料 

１件につき 

24,700円 

10 法第79条の２第

１項の規定により

指定居宅介護支援

事業者の指定の更

新を受けようとす

る者 

指定居宅介

護支援事業

者指定更新

手数料 

１件につき 

8,700円 

11 （略） 

12 （略） 

13 （略） 
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12 （略） 

13 （略） 

14 （略） 

15 （略） 

16 （略） 

17 （略） 

18 （略） 

19 （略） 

20 （略） 

備考 

18の項の介護サービス情報を公表される者が

複数の介護サービスを同一の事業所において規

則で定めるところにより一体的に提供している

場合は、当該複数の介護サービスに係る介護サ

ービス情報の公表を１件の公表とみなす。 

14 （略） 

15 （略） 

16 （略） 

17 （略） 

18 （略） 

19 （略） 

20 （略） 

21 （略） 

22 （略） 

備考 

20の項の介護サービス情報を公表される者が

複数の介護サービスを同一の事業所において規

則で定めるところにより一体的に提供している

場合は、当該複数の介護サービスに係る介護サ

ービス情報の公表を１件の公表とみなす。   
（新潟県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の廃止） 

第２条 新潟県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（平成27年新潟県条例第

25号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第22号 

新潟県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、住宅宿泊事業の実施の制限その他の措置を講ずることにより、住宅宿泊事業の適正な運営

を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号。以下「法」という｡)におい

て使用する用語の例による。 

（適用除外） 

第３条 この条例の規定は、新潟市の区域においては、適用しない。 

（住宅宿泊事業の実施の制限） 

第４条 法第18条の規定により住宅宿泊事業（住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において営むものに限

る。以下この条において同じ｡)の実施を制限する区域及び当該区域において住宅宿泊事業を実施してはならな

い期間は、別表のとおりとする。 

（周辺住民に対する説明） 

第５条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、あらかじめ、住宅宿泊事業を営もうとする住宅の周辺地域の住民に

対し、次に掲げる事項について説明するよう努めなければならない。 

(1) 住宅宿泊事業を営もうとする者の商号、名称又は氏名及び連絡先 

(2) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の所在地 

(3) 住宅宿泊事業を開始しようとする日 

(4) 法第９条第１項（法第36条において準用する場合を含む｡)の規定による宿泊者に対する説明の内容 

(5) 住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先 

（届出住宅の公表） 

第６条 知事は、届出住宅に関する次に掲げる事項（第３号及び第４号に掲げる事項にあっては、住宅宿泊管理

業務の委託をしている場合に限る｡)を公表するものとする。 

(1) 届出住宅において営む住宅宿泊事業の届出番号及び届出年月日 

(2) 所在地 

(3) 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び登録番号 

(4) 届出住宅が第４条に規定する区域に所在する場合にあっては、その旨 

附 則 

 この条例は、平成30年６月15日から施行する。 

別表（第４条関係） 

区    域 期    間 

住宅宿泊事業による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると

認めて知事が指定する学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定

する学校（幼稚園及び大学を除く｡)の敷地の周囲100メートルの区域 

左欄に規定する学校において

授業が行われる日 
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新潟県条例第23号 

新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第68号）

の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という｡)第24条の９第３項（法第24条の10

第４項において準用する場合を含む｡)において準用する法第21条の５の15第３項第１号並びに法第24条の12第

１項及び第２項の規定に基づき、指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営並びに指定障害児入所施設の指

定に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第16号。以下「基準省令」という｡)において使用する用語の例によ

る。 

（指定障害児入所施設の指定に関する基準） 

第３条 法第24条の９第３項（法第24条の10第４項の規定により指定の更新について準用する場合を含む｡)にお

いて準用する法第21条の５の15第３項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

（指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準） 

第４条 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第７条までに定めるもののほか、

基準省令（基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む｡)に定めるところによるものとする。 

（運営規程） 

第５条 指定障害児入所施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなけ

ればならない。 

(1) 秘密保持等に関する事項 

(2) 苦情解決に関する事項 

（非常災害対策） 

第６条 指定障害児入所施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該指定障

害児入所施設の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害

に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者

に周知しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第７条 指定障害児入所施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３

条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員

等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第24号 

新潟県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例 

新潟県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成24年新潟県条例第69号）

の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以

下「法」という｡)第38条第３項（法第39条第２項及び法第41条第４項において準用する場合を含む｡)において

準用する法第36条第３項第１号並びに法第44条第１項及び第２項の規定に基づき、指定障害者支援施設（法第

29条第１項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ｡)の人員、設備及び運営並びに指定障害者支援施

設の指定に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第172号。以下

「基準省令」という｡)において使用する用語の例による。 

（指定障害者支援施設の指定に関する基準） 

第３条 法第38条第３項（法第39条第２項及び法第41条第４項において準用する場合を含む｡)において準用する

法第36条第３項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

（指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準） 

第４条 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第８条までに定めるもののほか、

基準省令（基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む｡)に定めるところによるものとする。 

（設備） 

第５条 指定障害者支援施設に設けなければならない訓練・作業室の利用者１人当たりの床面積は、おおむね３

平方メートル以上とする。 

（運営規程） 

第６条 指定障害者支援施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなけ

ればならない。 

(1) 秘密保持等に関する事項 

(2) 苦情解決に関する事項 

（非常災害対策） 

第７条 指定障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該指定障

害者支援施設の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害

に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者

に周知しなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第８条 指定障害者支援施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第３

条に規定する基本理念にのっとり、同条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員

等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第25号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成27年新

潟県条例第27号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（非常災害対策） 

第８条 指定障害福祉サービス事業者（居宅介護、

重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者

等包括支援、就労定着支援又は自立生活援助に係

る指定障害福祉サービスの事業のみを行う者を除

く｡）、基準該当障害福祉サービス事業者（就労継

続支援Ｂ型に係る基準該当障害福祉サービスの事

業を行う者に限る｡)及び特定基準該当障害福祉サ

ービス事業者は、消火設備その他の非常災害に際

して必要な設備を設けるとともに、当該指定障害

福祉サービス、基準該当障害福祉サービス又は特

定基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所

の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、

火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関

する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に

従業者に周知しなければならない。 

（非常災害対策） 

第８条 指定障害福祉サービス事業者（居宅介護、

重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害

者等包括支援に係る指定障害福祉サービスの事業

のみを行う者を除く｡）、基準該当障害福祉サービ

ス事業者（就労継続支援Ｂ型に係る基準該当障害

福祉サービスの事業を行う者に限る｡)及び特定基

準該当障害福祉サービス事業者は、消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備を設けるととも

に、当該指定障害福祉サービス、基準該当障害福

祉サービス又は特定基準該当障害福祉サービスの

事業を行う事業所の所在する地域の環境及び利用

者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波そ

の他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常

災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備

し、それらを定期的に従業者に周知しなければな

らない。 

（新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成27年新潟県条例

第28号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)に対応する同表の

改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第

164号。以下「法」という｡)第21条の５の４第１

項第２号、法第21条の５の15第３項第１号（法第

21条の５の16第４項において準用する場合を含

む｡)並びに法第21条の５の18第１項及び第２項の

規定に基づき、指定通所支援の事業等の人員、設

備及び運営並びに指定障害児通所支援事業者の指

定に関する基準を定めるものとする。 

 

（指定障害児通所支援事業者の指定に関する基

準） 

第３条 法第21条の５の15第３項第１号（法第21条

の５の16第４項の規定により指定の更新について

準用する場合を含む｡)の条例で定める者は、法人

とする。ただし、法第６条の２の２第３項に規定

する医療型児童発達支援（病院又は診療所により

行われるものに限る｡)に係る指定の申請について

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第

164号。以下「法」という｡)第21条の５の４第１

項第２号、法第21条の５の15第２項第１号（法第

21条の５の16第４項において準用する場合を含

む｡)並びに法第21条の５の18第１項及び第２項の

規定に基づき、指定通所支援の事業等の人員、設

備及び運営並びに指定障害児通所支援事業者の指

定に関する基準を定めるものとする。 

 

（指定障害児通所支援事業者の指定に関する基

準） 

第３条 法第21条の５の15第２項第１号（法第21条

の５の16第４項の規定により指定の更新について

準用する場合を含む｡)の条例で定める者は、法人

とする。ただし、法第６条の２の２第３項に規定

する医療型児童発達支援（病院又は診療所により

行われるものに限る｡)に係る指定の申請について



号 外 １ 新  潟  県  報 平成30年３月30日(金) 

59 

は、この限りでない。 

 

（非常災害対策） 

第６条 指定障害児通所支援事業者等（指定居宅訪

問型児童発達支援事業者及び指定保育所等訪問支

援事業者を除く｡)及び基準該当通所支援事業者

は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備を設けるとともに、指定通所支援又は基準該当

通所支援の事業を行う事業所の所在する地域の環

境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水

害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を

立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体

制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しな

ければならない。 

は、この限りでない。 

 

（非常災害対策） 

第６条 指定障害児通所支援事業者等（指定保育所

等訪問支援事業者を除く｡)及び基準該当通所支援

事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必

要な設備を設けるとともに、指定通所支援又は基

準該当通所支援の事業を行う事業所の所在する地

域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、

風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計

画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連

絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知

しなければならない。 

  
附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第26号 

新潟県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 

新潟県青少年健全育成条例（昭和52年新潟県条例第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という｡)に対応する同表の改正前の欄

中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という｡)が存在する場合には当該移動項を当該移動後項とし、

移動後項に対応する移動項が存在しない場合には当該移動後項（以下「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には

当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削

り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（旅館業者等の責務） 

第26条 旅館業、住宅宿泊事業若しくは住宅宿泊管

理業を営む者又はアパート、貸家、貸間若しくは

下宿を業として営む者は、当該施設において、第

21条各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、

若しくは青少年が当該行為をし、若しくはこれら

の疑いがあり、又は当該施設を使用する青少年に

家出の疑いがあると認めるときは、速やかに警察

署等関係機関に届け出、又は保護者に通知するよ

う努めなければならない。 

 

（携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防

止措置） 

第26条の３ 保護者は、青少年インターネット環境

整備法第15条ただし書の規定により青少年有害情

報フィルタリングサービス（青少年インターネッ

ト環境整備法第２条第10項に規定する青少年有害

情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ｡)

を利用しない旨の申出をするときは、次の各号の

いずれかに該当することその他規則で定める事項

を記載した書面（当該事項を記録した電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつ

ては認識することができない方式で作られる記録

であつて、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。以下同じ｡)を含む。以下この条

において同じ｡)を携帯電話インターネット接続役

務提供事業者（青少年インターネット環境整備法

第２条第８項に規定する携帯電話インターネット

接続役務提供事業者をいう。以下同じ｡)に提出し

なければならない。 

 

 

 

(1)～(4) （略） 

２ 保護者は、青少年インターネット環境整備法第

16条ただし書の規定により青少年有害情報フィル

タリング有効化措置（同条に規定する青少年有害

情報フィルタリング有効化措置をいう。以下同じ｡)

を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、

（旅館業者等の責務） 

第26条 旅館業を営む者又はアパート、貸家、貸間

若しくは下宿を業として営む者は、当該施設にお

いて、第21条各号に掲げる行為が青少年に対して

なされ、若しくは青少年が当該行為をし、若しく

はこれらの疑いがあり、又は当該施設を使用する

青少年に家出の疑いがあると認めるときは、速や

かに警察署等関係機関に届け出、又は保護者に通

知するよう努めなければならない。 

 

 

（携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防

止措置） 

第26条の３ 保護者は、その監護する青少年が携帯

電話インターネット接続役務（青少年インターネ

ット環境整備法第２条第７項に規定する携帯電話

インターネット接続役務をいう。以下同じ｡)の提

供を受ける契約（当該契約の内容を変更する契約

を含む。以下同じ｡)の当事者となる場合又は携帯

電話端末若しくはＰＨＳ端末をその青少年に使用

させるために携帯電話インターネット接続役務の

提供を受ける契約を自ら締結する場合において、

青少年インターネット環境整備法第17条第１項た

だし書の規定により青少年有害情報フィルタリン

グサービス（青少年インターネット環境整備法第

２条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリ

ングサービスをいう。以下同じ｡)を利用しない旨

の申出をするときは、次の各号のいずれかに該当

することその他規則で定める事項を記載した書面

を携帯電話インターネット接続役務提供事業者（青

少年インターネット環境整備法第２条第８項に規

定する携帯電話インターネット接続役務提供事業

者をいう。以下同じ｡)に提出しなければならない。 

(1)～(4) （略） 
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保護者の責任において適切に青少年有害情報フィ

ルタリング有効化措置を行うことその他規則で定

める事項を記載した書面を携帯電話インターネッ

ト接続役務提供事業者等（青少年インターネット

環境整備法第13条第１項に規定する携帯電話イン

ターネット接続役務提供事業者等をいう。以下同

じ｡)に提出しなければならない。 

３ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等

は、青少年インターネット環境整備法第14条の規

定により、青少年又は保護者に対し、同条各号に

掲げる事項を説明するときは、併せて、携帯電話

端末等（青少年インターネット環境整備法第２条

第７項に規定する携帯電話端末等をいう｡)からの

インターネットの利用を不適切に行うことにより

その青少年が犯罪を犯し、犯罪を誘発し、又は犯

罪による被害を受けるおそれがあることを説明す

るとともに、これらの内容を記載した説明書を交

付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、

青少年インターネット環境整備法第17条第１項た

だし書の申出を受けたときは、当該保護者又はそ

の青少年に対し、携帯電話インターネット接続役

務の提供を受けることによりその青少年が青少年

有害情報の閲覧をする機会が生ずることその他の

規則で定める事項を説明するとともに、その内容

を記載した説明書を交付しなければならない。 

 

 

 
  

４ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等

は、第１項の書面の提出があつた場合に限り、青

少年有害情報フィルタリングサービスを利用しな

い携帯電話インターネット接続役務（青少年イン

ターネット環境整備法第２条第７項に規定する携

帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ｡)

の提供を、第２項の書面の提出があつた場合に限

り、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を

講じない特定携帯電話端末等（青少年インターネ

ット環境整備法第16条に規定する特定携帯電話端

末等をいう。以下同じ｡)の販売をすることができ

る。この場合において、当該携帯電話インターネ

ット接続役務提供事業者等は、当該携帯電話イン

ターネット接続役務若しくは当該特定携帯電話端

末等に係る携帯電話インターネット接続役務の提

供を受ける契約が終了する日又はこれらの携帯電

話インターネット接続役務の提供を受ける青少年

が満18歳に達する日のいずれか早い日までの間、

当該書面又は当該書面に記載された事項に係る電

磁的記録を保存しなければならない。 

５ 知事は、前各項の規定の施行に必要な限度にお

いて、保護者又は携帯電話インターネット接続役

務提供事業者等に対し、これらの規定による措置

の実施状況その他必要な事項について、報告を求

めることができる。 

６ 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供

事業者等が第３項若しくは第４項の規定に違反し

ていると認めるとき又は前項の規定による報告を

しなかつたときは、当該携帯電話インターネット

接続役務提供事業者等に対し、必要な措置を講ず

るよう勧告することができる。 

３ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、

第１項の書面の提出があつた場合に限り、青少年

有害情報フィルタリングサービスを利用しない携

帯電話インターネット接続役務を提供することが

できる。この場合において、当該携帯電話インタ

ーネット接続役務提供事業者は、当該携帯電話イ

ンターネット接続役務の提供を受ける契約が終了

する日又は当該携帯電話インターネット接続役務

の提供を受ける青少年が満18歳に達する日のいず

れか早い日までの間、当該書面又は当該書面に記

載された事項に係る電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によつては認識すること

ができない方式で作られる記録であつて、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう｡)

を保存しなければならない。 

 

 

 

 

 

４ 知事は、前３項の規定の施行に必要な限度にお

いて、保護者又は携帯電話インターネット接続役

務提供事業者に対し、これらの規定による措置の

実施状況その他必要な事項について、報告を求め

ることができる。 

５ 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供

事業者が第２項若しくは第３項の規定に違反して

いると認めるとき又は前項の規定による報告をし

なかつたときは、当該携帯電話インターネット接

続役務提供事業者に対し、必要な措置を講ずるよ

う勧告することができる。 

７ （略） ６ （略） 
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附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第26条の改正は、同年６月15日から施行する。 

 

新潟県条例第27号 

新潟県安心こども基金条例の一部を改正する条例 

新潟県安心こども基金条例（平成21年新潟県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

附 則 

１ （略） 

２ この条例は、平成33年６月30日限り、その効力

を失う。 

３ （略） 

附 則 

１ （略） 

２ この条例は、平成30年６月30日限り、その効力

を失う。 

３ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第28号 

新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例（平成21年新潟県条例第51号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（自動車取得税の課税免除等） 

第８条 電気自動車で初めて新規登録等（道路運送

車両法（昭和26年法律第185号）第７条の規定によ

る登録（以下「新規登録」という｡)又は同法第59

条の規定による検査（検査対象軽自動車に係るも

のに限る｡)をいう。以下この条において同じ｡)を

受けるものの取得（法附則第12条の２第２項の規

定の適用がある場合の自動車の取得を除く｡)が平

成31年３月31日までに行われた場合においては、

当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課

さない。 

２ 充電機能付電力併用自動車（法附則第12条の２

第２項第３号に規定するものに限る｡)で初めて新

規登録等を受けるものの取得（法附則第12条の２

第２項の規定の適用がある場合の自動車の取得を

除く｡)に対して課する自動車取得税の税率は、当

該取得が平成31年３月31日までに行われたときに

限り、法第119条及び附則第12条の２の２第１項の

規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規

定の適用がないものとした場合に適用されるべき

法第119条又は附則第12条の２の２第１項に定める

率に２分の１を乗じて得た率とする。 

 

（自動車税の課税免除等） 

第９条 電気自動車で平成26年４月１日から平成31

年３月31日までの間（以下「対象期間」という｡)

に初めて新規登録を受けたものに対しては、当該

新規登録を受けた日の属する年度分の自動車税を

課さない。 

２～７ （略） 

 

   附 則 

１ （略） 

２ この条例は、平成31年３月31日限り、その効力

を失う。 

（自動車取得税の課税免除等） 

第８条 電気自動車で初めて新規登録等（道路運送

車両法（昭和26年法律第185号）第７条の規定によ

る登録（以下「新規登録」という｡)又は同法第59

条の規定による検査（検査対象軽自動車に係るも

のに限る｡)をいう。以下この条において同じ｡)を

受けるものの取得（法附則第12条の２第２項の規

定の適用がある場合の自動車の取得を除く｡)が平

成30年３月31日までに行われた場合においては、

当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課

さない。 

２ 充電機能付電力併用自動車（法附則第12条の２

第２項第３号に規定するものに限る｡)で初めて新

規登録等を受けるものの取得（法附則第12条の２

第２項の規定の適用がある場合の自動車の取得を

除く｡)に対して課する自動車取得税の税率は、当

該取得が平成30年３月31日までに行われたときに

限り、法第119条及び附則第12条の２の２第１項の

規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規

定の適用がないものとした場合に適用されるべき

法第119条又は附則第12条の２の２第１項に定める

率に２分の１を乗じて得た率とする。 

 

（自動車税の課税免除等） 

第９条 電気自動車で平成26年４月１日から平成30

年３月31日までの間（以下「対象期間」という｡)

に初めて新規登録を受けたものに対しては、当該

新規登録を受けた日の属する年度分の自動車税を

課さない。 

２～７ （略） 

 

   附 則 

１ （略） 

２ この条例は、平成30年３月31日限り、その効力

を失う。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第29号 

新潟県産業振興貸付基金条例及び新潟県産業振興基金条例の一部を改正する条例 

（新潟県産業振興貸付基金条例の一部改正） 

第１条 新潟県産業振興貸付基金条例（昭和57年新潟県条例第40号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下この条において「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以下この条において「改正後部分」という｡)が

存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合に

は当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（基金の積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、電源立地地域

対策交付金交付規則（平成28年文部科学省・経済

産業省告示第２号）第３条の規定により交付され

る交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める

額とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（処分の特例） 

２ 基金は、当分の間、第６条に規定する事業のほ

か、企業誘致の促進、産業の振興及び福祉の向上

を図るため特に必要と認められる事業に要する経

費の財源に充てるため、一般会計歳入歳出予算で

定めるところにより一般会計へ繰り出すことがで

きる。 

（基金の積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、電源立地地域

対策交付金交付規則（平成16年文部科学省・経済

産業省告示第２号）第３条の規定により交付され

る交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める

額とする。 

 

附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この条例は、公布の日から施行する。 

（新潟県産業振興基金条例の一部改正） 

第２条 新潟県産業振興基金条例（昭和56年新潟県条例第47号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（設置） 

第１条 企業誘致の促進、産業の振興及び福祉の向

上を図るため、電源立地地域対策交付金交付規則

（平成28年文部科学省・経済産業省告示第２号）

第３条の規定により交付される交付金等を財源と

して、新潟県産業振興基金（以下「基金」という｡)

を設置する。 

（設置） 

第１条 企業誘致の促進、産業の振興及び福祉の向

上を図るため、電源立地地域対策交付金交付規則

（平成16年文部科学省・経済産業省告示第２号）

第３条の規定により交付される交付金等を財源と

して、新潟県産業振興基金（以下「基金」という｡)

を設置する。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第30号 

新潟県主要農作物種子条例 

（目的） 

第１条 この条例は、主要農作物の種子の生産について計画の策定、審査その他の措置を行うことにより、主要

農作物の優良な種子の安定的な供給を図り、もって本県の主要農作物の品質の確保及び安定的な生産に寄与す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 主要農作物 稲、大麦、裸麦、小麦及び大豆をいう。 

(2) ほ場審査 知事が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審

査することをいう。 

(3) 生産物審査 知事が、種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子の発芽の良否、不良な種子及び

異物の混入状況等について審査することをいう。 

（種子計画） 

第３条 知事は、毎年度、主要農作物の優良な種子の安定的な生産に関する計画（以下「種子計画」という｡)を

策定するものとする。 

２ 種子計画の策定に当たっては、本県の主要農作物の種子の需給の見通し及び市場における本県の主要農作物

の需給の動向を考慮するものとする。 

３ 知事は、種子計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（指定種子生産団体の指定） 

第４条 知事は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる団体を指定種子生産団体

として指定することができる。 

２ 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。 

３ 指定種子生産団体は、その名称その他の規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、知事に

その旨を届け出なければならない。 

（指定種子生産団体の業務） 

第５条 指定種子生産団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 本県の年間の種類別及び品種別の主要農作物の種子の需給の見通しを把握し、知事に報告すること。 

(2) 種子計画に基づく種子の生産及び供給を行うこと。 

(3) 種子に係る残量処理、事故処理及び災害補償を行うこと。 

(4) 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（監督等） 

第６条 知事は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定

種子生産団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 知事は、指定種子生産団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、指定

種子生産団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 知事は、指定種子生産団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 

（指定種子生産団体への情報の提供等） 

第７条 知事は、指定種子生産団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行

うものとする。 

（指定種子生産ほ場の指定） 

第８条 知事は、譲渡の目的をもって、又は委託を受けて、主要農作物の種子を生産する者が経営するほ場を種

子計画に基づき指定種子生産ほ場として指定することができる。 

２ その経営するほ場について前項の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しな

ければならない。 

（審査） 

第９条 指定種子生産ほ場の経営者（以下「指定種子生産者」という｡)は、その経営する指定種子生産ほ場につ

いてほ場審査を受けなければならない。 

２ 指定種子生産者は、第４項の規定によりほ場審査の基準に適合する旨の通知を受けた指定種子生産ほ場にお

いて生産された主要農作物の種子について、生産物審査を受けなければならない。 

３ ほ場審査及び生産物審査（以下この条において「審査」という｡)は、指定種子生産者の請求によって行う。 
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４ 知事は、指定種子生産者から前項の請求があったときは、当該職員に審査をさせ、その結果を当該指定種子

生産者に対し通知するものとする。 

５ 審査の基準及び方法は、知事が定める。 

６ 第４項の規定により、審査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があったときは、

これを提示しなければならない。 

（指定種子生産者への情報の提供等） 

第10条 知事は、指定種子生産者に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び調製に関し必要な情報の提供又は

指導若しくは助言を行うものとする。 

（原種及び原原種の生産） 

第11条 知事は、主要農作物の原種ほ及び原原種ほの設置等により、指定種子生産ほ場において主要農作物の優

良な種子の生産を行うために必要な主要農作物の原種及び当該原種の生産を行うために必要な主要農作物の原

原種の確保が図られるよう主要農作物の原種及び原原種の生産を行うものとする。 

２ 知事は、知事以外の者が経営するほ場において主要農作物の原種又は原原種が適正かつ確実に生産されると

認められる場合には、当該ほ場を指定原種ほ又は指定原原種ほとして指定することができる。 

３ 第８条第２項の規定は前項の指定について、前２条の規定は同項の指定原種ほ又は指定原原種ほにおける主

要農作物の原種又は原原種の生産について準用する。 

（優良な品種を選定するための調査） 

第12条 知事は、県内に普及すべき主要農作物の優良な品種を選定するための調査を行うものとする。 

（委任） 

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に知事により定められている計画であって、種子計画と同等の内容を有すると認めら

れるものは、種子計画とみなす。 

 

新潟県条例第31号 

新潟県家畜保健衛生所の家畜衛生検査等手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県家畜保健衛生所の家畜衛生検査等手数料条例（昭和31年新潟県条例第28号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

第２条 手数料の額は、農業保険法施行規則（平成

29年農林水産省令第63号）第117条第１項の診療そ

の他の行為によつて組合員等が負担すべき費用の

内容に応じて農林水産大臣が定める点数によつて

共済事故ごとに計算される総点数を農林水産大臣

が定める１点の価額に乗じて得た金額の範囲内で、

知事が別に定める。 

２ （略） 

第２条 手数料の額は、農業災害補償法施行規則（昭

和22年農林省令第95号）第33条第１項及び第34条

の３第１項の規定により農林水産大臣が定める額

の範囲内で、知事が別に定める。 

 

 

 

２ （略） 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第32号 

新潟県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例 

新潟県営土地改良事業分担金等徴収条例（昭和45年新潟県条例第18号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という｡)に対応する同表の改正前の欄

中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という｡)が存在する場合には当該移動項を当該移動後項とし、

移動後項に対応する移動項が存在しない場合には当該移動後項（以下「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には

当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削

り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（趣旨） 

第１条 この条例は、土地改良法（昭和24年法律第

195号。以下「法」という｡)第91条第１項の規定に

よる分担金並びに法第91条の２第１項及び第６項

の規定による特別徴収金の徴収に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

（分担金の徴収） 

第２条 県は、県営土地改良事業（法第87条の２第

１項の規定により県が行う同項第１号に掲げる事

業、法第87条の３第１項の規定により県が行う土

地改良事業及び法第91条第５項に規定する都道府

県営市町村特別申請事業を除く｡)を施行する場合

には、その施行に係る各年度において、当該事業

の施行に要する費用の一部につき、当該事業によ

つて利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域

内にある土地につき法第３条に規定する資格を有

するものから、分担金を徴収する。 

２・３ （略） 

 

（特別徴収金の徴収等） 

第５条 県は、県営土地改良事業（法第87条の２第

１項の規定により県が行う同項第１号に掲げる事

業、法第87条の３第１項、第87条の４第１項又は

第87条の５第１項の規定により県が行う土地改良

事業及び法第91条第５項に規定する都道府県営市

町村特別申請事業を除く｡)の施行に係る地域内に

ある土地につき第２条第１項に規定する者が、当

該事業の工事の完了につき法第113条の３第３項の

規定による公告があつた日（その公告において工

事完了の日が示されたときは、その示された日）

の属する年度の翌年度から起算して８年を経過す

る日までの間に、当該土地の全部若しくは一部を

当該事業の計画において予定した用途以外の用途

（以下この項において「目的外用途」という｡)に

供するため所有権の移転等（所有権の移転又は地

上権、賃借権その他使用及び収益を目的とする権

利の設定若しくは移転をいう。以下同じ｡)をした

場合又は当該土地の全部若しくは一部を自ら目的

（趣旨） 

第１条 この条例は、土地改良法（昭和24年法律第

195号。以下「法」という｡)第91条第１項の規定に

よる分担金及び法第91条の２第１項の規定による

特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（分担金の徴収） 

第２条 県は、県営土地改良事業（法第87条の２第

１項の規定により県が行う同項第１号に掲げる事

業及び法第91条第５項に規定する都道府県営市町

村特別申請事業を除く。以下「事業」という｡)を

施行する場合には、その施行に係る各年度におい

て、当該事業の施行に要する費用の一部につき、

当該事業によつて利益を受ける者で当該事業の施

行に係る地域内にある土地につき法第３条に規定

する資格を有するものから、分担金を徴収する。 

 

２・３ （略） 

 

（特別徴収金の徴収等） 

第５条 県は、事業であつて知事が別に定めるもの

の施行に係る地域内にある土地につき第２条第１

項に規定する者が、当該事業の工事の完了につき

法第113条の３第３項の規定による公告があつた日

（その公告において工事完了の日が示されたとき

は、その示された日）の属する年度の翌年度から

起算して８年を経過する日までの間に、当該土地

の全部若しくは一部を当該事業の計画において予

定した用途以外の用途（以下この項において「目

的外用途」という｡)に供するため所有権の移転等

（所有権の移転又は地上権、賃借権その他使用及

び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をい

う。以下同じ｡)をした場合又は当該土地の全部若

しくは一部を自ら目的外用途に供した場合（当該

土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を

受けて、目的外用途に供した場合を除く｡)には、

その者から、特別徴収金を徴収する。 
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外用途に供した場合（当該土地を目的外用途に供

するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に

供した場合を除く｡)には、その者から、特別徴収

金を徴収する。 

２ 県は、法第87条の３第１項の規定により県が行

う土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に

つき法第91条の２第６項各号のいずれかに掲げる

者が、法第87条の３第７項において準用する法第

87条第５項の規定により当該事業の計画を定めた

旨を公告した日から、当該事業の工事の完了につ

き法第113条の３第３項の規定による公告があつた

日（その公告において工事完了の日が示されたと

きは、その示された日）の属する年度の翌年度か

ら起算して８年を経過する日までの間に、当該各

号に定める場合に該当したときは、その者から、

特別徴収金を徴収する。 

３ 第１項の場合には、第２条第２項の規定を準用

する。 

４ 第１項及び第２項の特別徴収金の額は、当該事

業に要した費用の額にその徴収に係る土地の面積

を当該事業の施行に係る地域内にある土地の面積

で除して得た数値（以下この項において「目的外

用途の割合」という｡)を乗じて得た額から、当該

事業につき第２条第１項から第３項まで又は法第

91条第６項の規定により県が徴収した分担金又は

負担金の額に目的外用途の割合を乗じて得た額を

差し引いて得た額とする。 

５ 知事は、第１項及び第２項の特別徴収金の徴収

に係る土地の面積が知事の定める面積を超えない

場合その他知事が特に納付の必要がないものとし

て承認した場合は、これらの項の特別徴収金の全

部若しくは一部又は第３項において準用する第２

条第２項の規定により徴収する金銭の全部若しく

は一部を免除することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の場合には、第２条第２項の規定を準用す

る。 

３ 第１項の特別徴収金の額は、当該事業に要した

費用の額にその徴収に係る土地の面積を当該事業

の施行に係る地域内にある土地の面積で除して得

た数値（以下この項において「目的外用途の割合」

という｡)を乗じて得た額から、当該事業につき第

２条第１項から第３項まで又は法第91条第６項の

規定により県が徴収した分担金又は負担金の額に

目的外用途の割合を乗じて得た額を差し引いて得

た額とする。 

４ 知事は、第１項の特別徴収金の徴収に係る土地

の面積が知事の定める面積を超えない場合その他

知事が特に納付の必要がないものとして承認した

場合は、同項の特別徴収金の全部若しくは一部又

は第２項において準用する第２条第２項の規定に

より徴収する金銭の全部若しくは一部を免除する

ことができる。 
  
附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新潟県条例第33号 

新潟県特別会計条例の一部を改正する条例 

新潟県特別会計条例（昭和41年新潟県条例第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という｡)に対応する同表の改正前の欄

中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という｡)が存在する場合には当該移動号を当該移動後号とし、

移動後号に対応する移動号が存在しない場合には当該移動後号を加える。 

改 正 後 改 正 前 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第209条第２項

の規定に基づき、次に掲げる特別会計を設置する。 

(1)～(5) （略） 

(6) 新潟県用地先行取得事業特別会計 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第209条第２項

の規定に基づき、次に掲げる特別会計を設置する。 

(1)～(5) （略） 

 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第34号 

都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

（新潟県建築基準条例の一部改正） 

第１条 新潟県建築基準条例（昭和47年新潟県条例第13号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  

 （日影による中高層の建築物の高さの制限） 

第９条 法第56条の２第１項の規定により日影によ

る中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域と

して指定する区域は、法別表第４（い）欄に掲げ

る地域のうち次の表の左欄に掲げる区域とし、そ

れぞれの区域について生じさせてはならない日影

時間として法別表第４（に）欄のうちから指定す

る号は、次の表の右欄に掲げる号とする。 

対 象 区 域 

法別表第

４（に）

欄の号 

第１種低層住居専用地域、第２種

低層住居専用地域又は田園住居地

域の全区域 

（略） 

（略） 

  

第30条 地方自治法第252条の17の２第１項の規定

に基づき、法及び法の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるものは、各市町村（法第

４条第１項又は第２項の規定により建築主事を置

く市町村（以下「特定市町村」という｡)を除く｡)

が処理することとする。 

(1)～(20) （略） 

(21) 法第48条第１項ただし書、第２項ただし書、

第３項ただし書、第４項ただし書、第５項ただ

し書、第６項ただし書、第７項ただし書、第８

項ただし書、第９項ただし書、第10項ただし書、

第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただ

し書又は第14項ただし書（法第87条第２項及び

第３項（これらの規定を法第88条第２項におい

て準用する場合を含む｡)並びに第88条第２項に

おいて準用する場合を含む｡)の規定による許可

の申請に係る書類の受理及び県への送付 

(22)～(57) （略） 

２ （略） 

 

別表（第28条関係） 

手数料を納めなければ

ならない者 

手 数 料 の 額 

  
１～６ （略） 

７ 法第48条第１項た

だし書、第２項ただ

し書、第３項ただし

（略） 

１件につき200,000円

（法第48条第15項ただ

し書の規定により同項

 （日影による中高層の建築物の高さの制限） 

第９条 法第56条の２第１項の規定により日影によ

る中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域と

して指定する区域は、法別表第４（い）欄に掲げ

る地域のうち次の表の左欄に掲げる区域とし、そ

れぞれの区域について生じさせてはならない日影

時間として法別表第４（に）欄のうちから指定す

る号は、次の表の右欄に掲げる号とする。 

対 象 区 域 

法別表第

４（に）

欄の号 

第１種低層住居専用地域又は第２

種低層住居専用地域の全区域 

 

（略） 

（略） 

  

第30条 地方自治法第252条の17の２第１項の規定

に基づき、法及び法の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるものは、各市町村（法第

４条第１項又は第２項の規定により建築主事を置

く市町村（以下「特定市町村」という｡)を除く｡)

が処理することとする。 

(1)～(20) （略） 

(21) 法第48条第１項ただし書、第２項ただし書、

第３項ただし書、第４項ただし書、第５項ただ

し書、第６項ただし書、第７項ただし書、第８

項ただし書、第９項ただし書、第10項ただし書、

第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項た

だし書（法第87条第２項及び第３項（これらの

規定を法第88条第２項において準用する場合を

含む｡)並びに第88条第２項において準用する場

合を含む｡)の規定による許可の申請に係る書類

の受理及び県への送付 

(22)～(57) （略） 

２ （略） 

 

別表（第28条関係） 

手数料を納めなければ

ならない者 

手 数 料 の 額 

  
１～６ （略） 

７ 法第48条第１項た

だし書、第２項ただ

し書、第３項ただし

（略） 

１件につき200,000円

（法第48条第14項ただ

し書の規定により同項
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書、第４項ただし書、

第５項ただし書、第

６項ただし書、第７

項ただし書、第８項

ただし書、第９項た

だし書、第10項ただ

し書、第11項ただし

書、第12項ただし書、

第13項ただし書又は

第14項ただし書（法

第87条第２項及び第

３項（これらの規定

を法第88条第２項に

おいて準用する場合

を含む｡)並びに第88

条第２項において準

用する場合を含む｡)

の規定により建築等

の許可の申請をしよ

うとする者 

８・９ （略） 

10 法第53条第４項の

規定により建築物の

建蔽率に関する特例

の許可の申請をしよ

うとする者 

11 法第53条第５項第

３号の規定により建

築物の建蔽率に関す

る制限の適用除外に

係る許可の申請をし

ようとする者 

12～16の４ （略） 

17 法第59条第１項第

３号の規定により建

築物の容積率、建蔽

率、建築面積又は壁

面の位置に関する特

例の許可の申請をし

ようとする者 

18・19 （略） 

20 法第60条の２第１

項第３号の規定によ

り建築物の容積率、

建蔽率、建築面積、

高さ又は壁面の位置

に関する特例の許可

の申請をしようとす

る者 

20の２～21の３ （略） 

22 法第68条の３第１

本文の規定が適用され

ない許可に係る申請に

あつては、105,000円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

書、第４項ただし書、

第５項ただし書、第

６項ただし書、第７

項ただし書、第８項

ただし書、第９項た

だし書、第10項ただ

し書、第11項ただし

書、第12項ただし書

又は第13項ただし書

（法第87条第２項及

び第３項（これらの

規定を法第88条第２

項において準用する

場合を含む｡)並びに

第88条第２項におい

て準用する場合を含

む｡)の規定により建

築等の許可の申請を

しようとする者 

 

８・９ （略） 

10 法第53条第４項の

規定により建築物の

建ぺい率に関する特

例の許可の申請をし

ようとする者 

11 法第53条第５項第

３号の規定により建

築物の建ぺい率に関

する制限の適用除外

に係る許可の申請を

しようとする者 

12～16の４ （略） 

17 法第59条第１項第

３号の規定により建

築物の容積率、建ぺ

い率、建築面積又は

壁面の位置に関する

特例の許可の申請を

しようとする者 

18・19 （略） 

20 法第60条の２第１

項第３号の規定によ

り建築物の容積率、

建ぺい率、建築面積、

高さ又は壁面の位置

に関する特例の許可

の申請をしようとす

る者 

20の２～21の３ （略） 

22 法第68条の３第１

本文の規定が適用され

ない許可に係る申請に

あつては、105,000円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 



平成30年３月30日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

72 

項の規定により建築

物の容積率に関する

制限の適用除外に係

る認定の申請をしよ

うとする者、同条第

２項の規定により建

築物の建蔽率に関す

る制限の適用除外に

係る認定の申請をし

ようとする者又は同

条第３項の規定によ

り建築物の高さに関

する制限の適用除外

に係る認定の申請を

しようとする者 

23～26 （略） 

27 法第68条の５の６

第１項の規定により

建築物の建蔽率に関

する特例の認定の申

請をしようとする者 

 

28～37 （略） 

38 法第86条の６第２

項の規定により建築

物の容積率、建蔽率、

外壁の後退距離又は

高さに関する制限の

適用除外に係る認定

の申請をしようとす

る者 

39～40 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
   

項の規定により建築

物の容積率に関する

制限の適用除外に係

る認定の申請をしよ

うとする者、同条第

２項の規定により建

築物の建ぺい率に関

する制限の適用除外

に係る認定の申請を

しようとする者又は

同条第３項の規定に

より建築物の高さに

関する制限の適用除

外に係る認定の申請

をしようとする者 

23～26 （略） 

27 法第68条の５の６

第１項の規定により

建築物の建ぺい率に

関する特例の認定の

申請をしようとする

者 

28～37 （略） 

38 法第86条の６第２

項の規定により建築

物の容積率、建ぺい

率、外壁の後退距離

又は高さに関する制

限の適用除外に係る

認定の申請をしよう

とする者 

39～40 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
  

  
  
（新潟県自然環境保全条例の一部改正） 

第２条 新潟県自然環境保全条例（昭和48年新潟県条例第34号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
（緑地環境保全地域の指定） 

第21条 （略） 

２ 次の各号に掲げる区域は、緑地環境保全地域に

含まれないものとする。 

(1) （略） 

(2) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第９条

第21項に規定する風致地区（以下「風致地区」

という｡)の区域 

３ （略） 

（緑地環境保全地域の指定） 

第21条 （略） 

２ 次の各号に掲げる区域は、緑地環境保全地域に

含まれないものとする。 

(1) （略） 

(2) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第９条

第20項に規定する風致地区（以下「風致地区」

という｡)の区域 

３ （略） 
  
（建築士法の特例等に関する条例の一部改正） 

第３条 建築士法の特例等に関する条例（昭和59年新潟県条例第34号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
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（延べ面積の特例） 

第２条 法第３条の３第２項の規定において準用す

る法第３条の２第３項の規定に基づき、法第３条

の３第１項の延べ面積の特例を次のように定める。 

区    域 延 べ 面 積 

建築基準法（昭和25年法律

第201号）第２条第21号に

定める第１種低層住居専用

地域、第２種低層住居専用

地域、第１種中高層住居専

用地域、第２種中高層住居

専用地域、第１種住居地域、

第２種住居地域、準住居地

域、田園住居地域、近隣商

業地域、商業地域、準工業

地域、工業地域、工業専用

地域、防火地域又は準防火

地域 

（略） 

 

（延べ面積の特例） 

第２条 法第３条の３第２項の規定において準用す

る法第３条の２第３項の規定に基づき、法第３条

の３第１項の延べ面積の特例を次のように定める。 

区    域 延 べ 面 積 

建築基準法（昭和25年法律

第201号）第２条第21号に

定める第１種低層住居専用

地域、第２種低層住居専用

地域、第１種中高層住居専

用地域、第２種中高層住居

専用地域、第１種住居地域、

第２種住居地域、準住居地

域、近隣商業地域、商業地

域、準工業地域、工業地域、

工業専用地域、防火地域又

は準防火地域 

 

（略） 

  
  
（新潟県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正） 

第４条 新潟県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（昭和59年新潟県条例第72号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
（風俗営業の制限地域） 

第３条 法第４条第２項第２号に規定する風俗営業

（法第２条第１項に規定する風俗営業をいう。以

下同じ｡)に係る営業所の設置を制限する地域は、

次のとおりとする。ただし、周辺の環境を勘案し

て新潟県公安委員会規則（以下「公安委員会規則」

という｡)で定める地域は、この限りでない。 

(1) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条

第１項第１号に規定する第１種低層住居専用地

域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住

居専用地域、第２種中高層住居専用地域及び田

園住居地域（以下「住居専用地域」という｡) 

(2)～(4) （略） 

２ （略） 

（風俗営業の制限地域） 

第３条 法第４条第２項第２号に規定する風俗営業

（法第２条第１項に規定する風俗営業をいう。以

下同じ｡)に係る営業所の設置を制限する地域は、

次のとおりとする。ただし、周辺の環境を勘案し

て新潟県公安委員会規則（以下「公安委員会規則」

という｡)で定める地域は、この限りでない。 

(1) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条

第１項第１号に規定する第１種低層住居専用地

域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住

居専用地域及び第２種中高層住居専用地域（以

下「住居専用地域」という｡) 

(2)～(4) （略） 

２ （略） 
  
（新潟県屋外広告物条例の一部改正） 

第５条 新潟県屋外広告物条例（平成７年新潟県条例第65号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
（禁止地域等） 

第７条 次に掲げる地域又は場所（以下「禁止地域

等」という｡)においては、広告物等を表示し、又

は設置してはならない。 

(1) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第２章

の規定により定められた第１種低層住居専用地

域、第２種低層住居専用地域、田園住居地域、

（禁止地域等） 

第７条 次に掲げる地域又は場所（以下「禁止地域

等」という｡)においては、広告物等を表示し、又

は設置してはならない。 

(1) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第２章

の規定により定められた第一種低層住居専用地

域、第二種低層住居専用地域、景観地区又は風



平成30年３月30日(金) 新  潟  県  報 号 外 １ 

74 

景観地区又は風致地区（知事が指定する区域を

除く｡) 

(2)～(6) （略） 

致地区（知事が指定する区域を除く｡) 

 

(2)～(6) （略） 
  

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 

新潟県条例第35号 

建築士法の特例等に関する条例の一部を改正する条例 

建築士法の特例等に関する条例（昭和59年新潟県条例第34号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第３条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の

額 

（略） 

３ 法第13条の規定

による２級建築士

試験又は木造建築

士試験を受けよう

とする者 

２級建築士試

験又は木造建

築士試験手数

料 

１件につ

き 

17,700円 

（略） 
 

別表（第３条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の

額 

（略） 

３ 法第13条の規定

による２級建築士

試験又は木造建築

士試験を受けよう

とする者 

２級建築士試

験又は木造建

築士試験手数

料 

１件につ

き 

16,900円 

（略） 

  
  

附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第36号 

新潟県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和25年法律第100号。以下「法」という｡)第172条の２の規定に基づき、新

潟県議会議員（以下「県議会議員」という｡)の選挙における候補者（以下「候補者」という｡)の政見等を選挙

人に知らせるための選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （選挙公報の発行） 

第２条 新潟県選挙管理委員会（以下「県委員会」という｡)は、県議会議員の選挙（選挙の一部無効による再選

挙を除く。以下同じ｡)において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、１

回発行しなければならない。 

２ 選挙公報は、選挙区ごとに、発行しなければならない。 

３ 特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。 

４ 前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、県委員会が定める。 

（掲載文の申請） 

第３条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を

添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、県委員会に、文書で申請しなければならない。 

２ 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、

若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報とし

ての品位を損なう記載をしてはならない。 

（選挙公報の発行手続） 

第４条 県委員会は、前条第１項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならな

い。 

２ 一の用紙に２人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、

県委員会がくじで定める。 

３ 前条第１項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。 

 （選挙公報の配布） 

第５条 選挙公報は、県委員会の定めるところにより、市町村（新潟市にあっては、区）の選挙管理委員会（以

下「市町村委員会」という｡)が、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、

選挙の期日前２日までに、配布するものとする。 

２ 市町村委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるとき

は、あらかじめ、県委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みそ

の他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場

合においては、当該市町村委員会は、市役所、区役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当

該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することが

できるよう努めなければならない。 

 （選挙公報の発行を中止する場合） 

第６条 法第100条第４項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることの

できない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。 

 （申請等の時間） 

第７条 この条例の規定又はこの条例に基づき県委員会が定めるところにより候補者が県委員会に対してする申

請その他の行為は、午前８時30分から午後５時までの間にしなければならない。 

 （委任） 

第８条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、県委員会が定める。 

附  則 

この条例は、公布の日以後にその期日を告示される一般選挙から施行する。 
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新潟県条例第37号 

新潟県立学校条例の一部を改正する条例 

新潟県立学校条例（昭和39年新潟県条例第46号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

別表第２（第１条関係） 

高 等 学 校 の 名 称 位    置 

（略） 

新潟県立十日町総合高等学校 十 日 町 市 

（略） 
 

別表第２（第１条関係） 

高 等 学 校 の 名 称 位    置 

（略） 

新潟県立十日町総合高等学校 十 日 町 市 

新 潟 県 立 川 西 高 等 学 校 十 日 町 市 

（略） 
 

  

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 



号 外 １ 新  潟  県  報 平成30年３月30日(金) 

77 

新潟県条例第38号 

新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例の一部を改正する条例 

新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例（平成12年新潟県条例第51号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  
（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律関係手数料） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項に定めるもののほか、法の規定に基づく

事務について、次の各号に掲げる者は、当該各号

に定める額の手数料を納めなければならない。 

(1) 法第５条第４項の許可証の再交付を受けよう

とする者 １件につき地方公共団体の手数料の

標準に関する政令（平成12年政令第16号。以下

「標準政令」という｡)本則の表９の項の１の下

欄に掲げる金額 

 

(2)～(22) （略） 

４・５ （略） 

 

（火薬類取締法関係手数料） 

第４条 火薬類取締法（昭和25年法律第149号。以

下この条において「法」という｡)の規定に基づく

事務について、次の各号に掲げる者は、当該各号

に定める額の手数料を納めなければならない。 

(1) 法第19条第１項の運搬証明書の交付を受けよ

うとする者 １件につき標準政令本則の表34の

項の下欄に掲げる金額 

(2)～(4) （略） 

 

（質屋営業法関係手数料） 

第５条 質屋営業法（昭和25年法律第158号。以下

この条において「法」という｡)の規定に基づく事

務について、次の各号に掲げる者は、当該各号に

定める額の手数料を納めなければならない。 

(1) 法第２条第１項の規定により質屋の許可を受

けようとする者 １件につき標準政令本則の表

38の項の１の下欄に掲げる金額 

(2)～(5) （略） 

 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律関係手数料） 

第６条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和32年法律第166号。以下この

条において「法」という｡)の規定に基づく事務に

ついて、次の各号に掲げる者は、当該各号に定め

（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律関係手数料） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項に定めるもののほか、法の規定に基づく

事務について、次の各号に掲げる者は、当該各号

に定める額の手数料を納めなければならない。 

(1) 法第５条第４項の許可証の再交付を受けよう

とする者 １件につき地方公共団体の手数料の

標準に関する政令（平成12年政令第16号。以下

この条、第７条及び第８条において「標準政令」

という｡)本則の表９の項の１の下欄に掲げる金

額 

(2)～(22) （略） 

４・５ （略） 

 

（火薬類取締法関係手数料） 

第４条 火薬類取締法（昭和25年法律第149号。以

下この条において「法」という｡)の規定に基づく

事務について、次の各号に掲げる者は、当該各号

に定める額の手数料を納めなければならない。 

(1) 法第19条第１項の運搬証明書の交付を受けよ

うとする者        １件につき2,400円 

 

(2)～(4) （略） 

 

（質屋営業法関係手数料） 

第５条 質屋営業法（昭和25年法律第158号。以下

この条において「法」という｡)の規定に基づく事

務について、次の各号に掲げる者は、当該各号に

定める額の手数料を納めなければならない。 

(1) 法第２条第１項の規定により質屋の許可を受

けようとする者       １件につき２万5,000円 

 

(2)～(5) （略） 

 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律関係手数料） 

第６条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和32年法律第166号。以下この

条において「法」という｡)の規定に基づく事務に

ついて、次の各号に掲げる者は、当該各号に定め
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る額の手数料を納めなければならない。 

(1) （略） 

(2) 法第59条第９項の運搬証明書の書換えを受け

ようとする者 １件につき標準政令本則の表65

の項の２の下欄に掲げる金額 

(3) （略） 

 

（道路交通法関係手数料） 

第８条 （略） 

２ 法の規定に基づく事務について、次の各号に掲

げる者は、当該各号に定める額の手数料を納めな

ければならない。 

(1)～(6) （略） 

(7) 法第51条の13第１項の駐車監視員資格者証の

再交付を受けようとする者 １件につき標準政

令本則の表72の３の項の５の下欄に掲げる金額 

３～５ （略） 

６ 法第108条の２第２項の規定による講習を受け

ようとする者は、次の各号に掲げる講習の区分に

応じて、当該各号に定める額の手数料を納めなけ

ればならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 令第37条の６の２第１号に規定する講習（更

新期間が満了する日における年齢が70歳以上75

歳未満の者に対するものに限る｡) １件につき 

 5,100円（加齢に伴って生ずる身体の機能の低

下が自動車及び原動機付自転車の運転に影響を

及ぼしていないと認められる者に対する講習（次

号において「簡易講習」という｡)にあっては、 

 1,800円） 

(4) 令第37条の６の２第１号に規定する講習（更

新期間が満了する日における年齢が75歳以上の

者に対するものに限る｡) 次のア又はイに掲げ

る受講者の区分に応じそれぞれア又はイに定め

る額 

ア 法第101条の４第２項の規定により受けた

認知機能検査の結果について道路交通法施行

規則（昭和35年総理府令第60号。以下この条

において「府令」という｡)第29条の３第１項

の式により算出した数値が76以上である者 

１件につき5,100円（簡易講習にあっては、 

1,800円） 

イ ア以外の者 １件につき7,950円 

７ 法第104条の４第６項の規定による運転経歴証

明書の交付を受けようとする者又は府令第30条の

13第１項の規定により運転経歴証明書の再交付の

申請をしようとする者は、１件につき1,100円の

手数料を納めなければならない。 

８・９ （略） 

10 法第97条の２第１項第３号イに規定する認知機

能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習

る額の手数料を納めなければならない。 

(1) （略） 

(2) 法第59条第９項の運搬証明書の書換えを受け

ようとする者             １件につき4,600円 

 

(3) （略） 

 

（道路交通法関係手数料） 

第８条 （略） 

２ 法の規定に基づく事務について、次の各号に掲

げる者は、当該各号に定める額の手数料を納めな

ければならない。 

(1)～(6) （略） 

(7) 法第51条の13第１項の駐車監視員資格者証の

再交付を受けようとする者 

１件につき2,000円 

３～５ （略） 

６ 法第108条の２第２項の規定による講習を受け

ようとする者は、次の各号に掲げる講習の区分に

応じて、当該各号に定める額の手数料を納めなけ

ればならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 令第37条の６の２第１号に規定する講習（更

新期間が満了する日における年齢が70歳以上75

歳未満の者に対するものに限る｡) １件につき 

 4,650円（加齢に伴って生ずる身体の機能の低

下が自動車及び原動機付自転車の運転に影響を

及ぼしていないと認められる者に対する講習（次

号において「簡易講習」という｡)にあっては、 

 1,500円） 

(4) 令第37条の６の２第１号に規定する講習（更

新期間が満了する日における年齢が75歳以上の

者に対するものに限る｡) 次のア又はイに掲げ

る受講者の区分に応じそれぞれア又はイに定め

る額 

ア 法第101条の４第２項の規定により受けた

認知機能検査の結果について道路交通法施行

規則（昭和35年総理府令第60号。以下この条

において「府令」という｡)第29条の３第１項

の式により算出した数値が76以上である者 

１件につき4,650円（簡易講習にあっては、 

1,500円） 

イ ア以外の者 １件につき7,550円 

７ 法第104条の４第６項の規定による運転経歴証

明書の交付を受けようとする者又は府令第30条の

13第１項の規定により運転経歴証明書の再交付の

申請をしようとする者は、１件につき1,000円の

手数料を納めなければならない。 

８・９ （略） 

10 法第97条の２第１項第３号イに規定する認知機

能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習
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を受けようとする者は、１件につき1,400円（自

動車安全運転センターが実施する研修等であって

公安委員会が認めるものを終了した者に対する講

習にあっては、800円）の手数料を納めなければ

ならない。 

 

（警備業法関係手数料） 

第10条 警備業法（昭和47年法律第117号。以下こ

の条において「法」という｡)の規定に基づく事務

（次項に掲げるものを除く｡)について、次の各号

に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納

めなければならない。 

(1)～(6) （略） 

(7) 法第22条第５項の警備員指導教育責任者資格

者証の書換えを受けようとする者 １件につき

標準政令本則の表102の項の３の下欄に掲げる

金額 

(8)～(11) （略） 

(12) 法第42条第３項において準用する法第22条

第５項の機械警備業務管理者資格者証の書換え

を受けようとする者 １件につき標準政令本則

の表103の項の３の下欄に掲げる金額 

(13) （略） 

２ （略） 

 

（自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

関係手数料） 

第11条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する

法律（平成13年法律第57号。以下この条において

「法」という｡)の規定に基づく事務について、次

の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数

料を納めなければならない。 

(1) 法第４条の規定による認定を受けようとする

者 １件につき標準政令本則の表106の項の１

の下欄に掲げる金額 

(2) 法第５条第５項の規定による認定証の再交付

を受けようとする者 １件につき標準政令本則

の表106の項の２の下欄に掲げる金額 

(3) （略） 

 

（探偵業の業務の適正化に関する法律関係手数

料） 

第11条の２ 探偵業の業務の適正化に関する法律

（平成18年法律第60号。以下この条において「法」

という｡)の規定に基づく事務について、次の各号

に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納

めなければならない。 

(1) （略） 

(2) 法第４条第３項の規定により同条第２項の規

定による届出があったことを証する書面の交付

を受けようとする者 １件につき標準政令本則

を受けようとする者は、講習１時間につき700円

の手数料を納めなければならない。 

 

 

 

 

（警備業法関係手数料） 

第10条 警備業法（昭和47年法律第117号。以下こ

の条において「法」という｡)の規定に基づく事務

（次項に掲げるものを除く｡)について、次の各号

に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納

めなければならない。 

(1)～(6) （略） 

(7) 法第22条第５項の警備員指導教育責任者資格

者証の書換えを受けようとする者 

１件につき2,000円 

 

(8)～(11) （略） 

(12) 法第42条第３項において準用する法第22条

第５項の機械警備業務管理者資格者証の書換え

を受けようとする者    １件につき2,000円 

 

(13) （略） 

２ （略） 

 

（自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

関係手数料） 

第11条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する

法律（平成13年法律第57号。以下この条において

「法」という｡)の規定に基づく事務について、次

の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数

料を納めなければならない。 

(1) 法第４条の規定による認定を受けようとする

者                   １件につき１万3,000円 

 

(2) 法第５条第５項の規定による認定証の再交付

を受けようとする者       １件につき1,900円 

 

(3) （略） 

 

（探偵業の業務の適正化に関する法律関係手数

料） 

第11条の２ 探偵業の業務の適正化に関する法律

（平成18年法律第60号。以下この条において「法」

という｡)の規定に基づく事務について、次の各号

に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納

めなければならない。 

(1) （略） 

(2) 法第４条第３項の規定により同条第２項の規

定による届出があったことを証する書面の交付

を受けようとする者       １件につき1,500円 
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の表109の項の２の下欄に掲げる金額 

(3) 法第４条第３項の規定により届出があったこ

とを証する書面の再交付を受けようとする者 

１件につき標準政令本則の表109の項の３の下

欄に掲げる金額 

 

(3) 法第４条第３項の規定により届出があったこ

とを証する書面の再交付を受けようとする者 

１件につき1,000円 

  
附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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